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設備※1 部位 応力分類 

①-1  
水平 2 方向の地震力
の重複による影響の
有無 

（3.2.4 項(1)に対応） 
 ◯：影響あり 
 △：影響軽微 

影響軽微とした分類 
Ａ：水平 2 方向の地震力を受けた場

合でも，構造により水平 1 方向
の地震力しか負担しないもの 

Ｂ：水平 2 方向の地震力を受けた場
合，構造により最大応力の発生
箇所が異なるもの 

Ｃ：水平 2 方向の地震を組み合わせ
ても 1 方向の地震による応力と
同等といえるもの 

Ｄ：従来評価にて，水平 2方向の地震
力を考慮しているもの 

①-1 の影響有無の説明 

①-2 水平方向とその直交方向が相

関する振動モード（ねじれ振動等）が

生じる観点（3.2.4 項(2)に対応） 

振動モード及び

新たな応力成分

の発生有無 

×：発生しない 

◯：発生する 

左記の振動モードの

影響がないことの理

由 

新たな応力成分が発

生しないことの理由 

スカート支持たて置円筒形容器 

胴板 
一次一般膜応力 △ B 

評価部位は円形の一様断面であることから，水平地震動の方向毎に最

大応力点が異なる。したがって，水平 2方向の地震力を組み合わせた

場合でも水平 2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

一次+二次応力 △ B 同上。 

スカート 

一次応力（組合せ） △ B 

評価部位は円形の一様断面であることから，水平地震動の方向毎に最

大応力点が異なる。したがって，水平 2方向の地震力を組み合わせた

場合でも水平 2方向入力の影響は軽微である。 

一次+二次応力（座屈） △ B 
支配的な応力は水平地震による曲げ応力であり，曲げ応力の最大点は

地震方向で異なるため影響は軽微である。 

基礎ボルト 

一次応力（引張） △ B 
ボルトは円周状に配置され、水平地震動の方向毎に最大応力の発生点

が異なる。したがって、水平 2方向入力の影響は軽微である。 

一次応力（せん断） △ C 

水平 2方向入力時のボルトに発生するせん断応力を検討した結果，水

平 2方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより，影響は

軽微となる。 

一次応力（組合せ） △ C 
上記の引張応力及びせん断応力は水平 2方向の影響が軽微のため，組

合せ応力も水平 2方向の影響は軽微である。 

その他電源設備 取付ボルト 

一次応力（引張） △ C 

ボルトは矩形配置であり，水平 2方向入力による対角方向への転倒を

想定し検討した結果，水平 2方向地震力の最大応答の非同時性を考慮

することにより，影響は軽微となる。【補足説明資料 7】 

× － 
一次応力（せん断） △ C 

水平 2方向入力時のボルトに発生するせん断応力を検討した結果，水

平 2方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより，影響は

軽微となる。【補足説明資料 7】 

一次応力（組合せ） △ C 
上記の引張応力及びせん断応力は水平 2方向の影響が軽微のため，組

合せ応力も水平 2方向の影響は軽微である。 

配管本体，サポート（多質点梁モデ

ル解析） 
配管，サポート 

一次応力 ◯ － 水平 2方向入力の影響がある。 

◯ 

3 次元のモデルを用

いた解析により，従

来よりねじれモード

を考慮した耐震評価

を実施している。 
一次+二次応力 ◯ － 同上。 

矩形構造の架構設備（静的触媒式

水素再結合装置，架台を含む） 
各部位 各応力分類 ◯ － 水平 2方向入力の影響がある。 × － 
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設備※1 部位 応力分類 

①-1  
水平 2 方向の地震力
の重複による影響の
有無 

（3.2.4 項(1)に対応） 
 ◯：影響あり 
 △：影響軽微 

影響軽微とした分類 
Ａ：水平 2 方向の地震力を受けた場

合でも，構造により水平 1 方向
の地震力しか負担しないもの 

Ｂ：水平 2 方向の地震力を受けた場
合，構造により最大応力の発生
箇所が異なるもの 

Ｃ：水平 2 方向の地震を組み合わせ
ても 1 方向の地震による応力と
同等といえるもの 

Ｄ：従来評価にて，水平 2方向の地震
力を考慮しているもの 

①-1 の影響有無の説明 

①-2 水平方向とその直交方向が相

関する振動モード（ねじれ振動等）が

生じる観点（3.2.4 項(2)に対応） 

振動モード及び

新たな応力成分

の発生有無 

×：発生しない 

◯：発生する 

左記の振動モードの

影響がないことの理

由 

新たな応力成分が発

生しないことの理由 

ガスタービン発電機 

転倒評価 応答変位 △ C 
車輌の転倒は，走行直角方向のみが対象となるため，水平 1方向のみの

地震力が支配的であり，水平 2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

取付ボルト 

一次応力（引張） △ C 

ボルトは矩形配置であり，水平 2方向入力による対角方向への転倒を想

定し検討した結果，水平 2方向地震力の最大応答の非同時性を考慮する

ことにより，影響は軽微となる。【補足説明資料 7】 

一次応力（せん断） △ C 

水平 2方向入力時のボルトに発生するせん断応力を検討した結果，水平

2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより，影響は軽微

となる。【補足説明資料 7】 

一次応力（組合せ） △ C 
上記の引張応力及びせん断応力は水平 2方向の影響が軽微のため，組合

せ応力も水平 2方向の影響は軽微である。 

通信連絡設備（アンテナ類） ボルト 

一次応力（引張） △ B 
ボルトは円周状に配置され、水平地震動の方向毎に最大応力の発生点が

異なる。したがって、水平 2方向入力の影響は軽微である。 

× － 一次応力（せん断） △ C 

水平 2方向入力時のボルトに発生するせん断応力を検討した結果，水平

2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより，影響は軽微

となる。 

一次応力（組合せ） △ C 
上記の引張応力及びせん断応力は水平 2方向の影響が軽微のため，組合

せ応力も水平 2方向の影響は軽微である。 

取水槽水位計 取付ボルト 

一次応力（引張） ◯ － 水平 2方向の影響がある。 

× － 一次応力（せん断） △ A 
水平 1方向及び鉛直方向の地震力のみを負担し，他の水平方向の地震力

は負担しないため，水平 2方向入力の影響は軽微である。 

一次応力（組合せ） ◯ － 水平 2方向の影響がある。 

監視カメラ 
据付ボルト 

一次応力（引張） ◯ － 水平 2方向入力の影響がある。 

× － 
一次応力（せん断） △ A 

壁掛けのボルトは，壁と平行方向の水平地震力と鉛直地震力のみにより

せん断力が発生するため，水平 2方向入力の影響はない。 

一次応力（組合せ） ◯ － 水平 2方向入力の影響がある。 

据付部材 一次応力（組合せ） ◯ － 水平 2方向入力の影響がある。 

貫通部止水処置 シール材 シール材に生じる変位 △ C 

対象となる貫通部は建屋軸に沿った配置となっていることから，シール

材に加わるせん断方向及び圧縮方向の変位は，水平 1方向の地震力の応

答が支配的であり，他の水平方向の地震力による応答は小さいため，水

平 2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

浸水防止ダクト 各部位 各応力分類 ◯ － 水平 2方向入力の影響がある。 × － 

床ドレンライン浸水防止治具 各部位 各応力分類 ◯ － 水平 2方向入力の影響がある。 × － 

原子炉ウェル遮へいプラグ 本体 せん断応力度 △ C 鉛直方向荷重が支配的であるため，水平 2方向入力の影響は軽微である。 × － 
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設備※1 部位 応力分類 

①-1  
水平 2 方向の地震力
の重複による影響の
有無 

（3.2.4 項(1)に対応） 
 ◯：影響あり 
 △：影響軽微 

影響軽微とした分類 
Ａ：水平 2 方向の地震力を受けた場

合でも，構造により水平 1 方向
の地震力しか負担しないもの 

Ｂ：水平 2 方向の地震力を受けた場
合，構造により最大応力の発生
箇所が異なるもの 

Ｃ：水平 2 方向の地震を組み合わせ
ても 1 方向の地震による応力と
同等といえるもの 

Ｄ：従来評価にて，水平 2方向の地震
力を考慮しているもの 

①-1 の影響有無の説明 

①-2 水平方向とその直交方向が相

関する振動モード（ねじれ振動等）が

生じる観点（3.2.4 項(2)に対応） 

振動モード及び

新たな応力成分

の発生有無 

×：発生しない 

◯：発生する 

左記の振動モードの

影響がないことの理

由 

新たな応力成分が発

生しないことの理由 

原

子

炉

圧

力

容

器

支

持

構

造 

原子炉本体の基礎 

円筒部(内筒) 

円筒部(外筒) 

せん断 △ B 

評価部位は円形の一様断面であることから，水平地震動の方向毎に最

大応力点が異なる。したがって，水平 2方向の地震力を組み合わせた

場合でも水平 2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

組合せ △ B 

支配的な応力は水平地震による曲げ応力であり、曲げ応力の最大応力

点は地震方向で異なる。したがって、水平 2方向入力の影響は軽微で

ある。 

円筒部(たてリブ) 

せん断 △ B 
円筒形状であり水平地震の方向毎に最大応力発生箇所が異なるため，

水平 2方向入力の影響は軽微である。 

組合せ △ B 

支配的な応力は水平地震による曲げ応力であり、曲げ応力の最大応力

点は地震方向で異なる。したがって、水平 2方向入力の影響は軽微で

ある。 

アンカボルト 引張 △ B 
ボルトは円周状に配置され、水平地震動の方向毎に最大応力の発生点

が異なる。したがって、水平 2方向入力の影響は軽微である。 

コンクリート 基礎ボルトの引張荷重 △ B 
ボルトは円周状に配置され、水平地震動の方向毎に最大応力の発生点

が異なる。したがって、水平 2方向入力の影響は軽微である。 

ベアリングプレート 曲げ △ B 
ボルトは円周状に配置され、水平地震動の方向毎に最大応力の発生点

が異なる。したがって、水平 2方向入力の影響は軽微である。 

ブラケット部 

せん断 △ B 
円筒形状であり水平地震の方向毎に最大応力発生箇所が異なるため，

水平 2方向入力の影響は軽微である。 

曲げ △ B 

支配的な応力は水平地震による曲げ応力であり、曲げ応力の最大応力

点は地震方向で異なる。したがって、水平 2方向入力の影響は軽微で

ある。 

ブラケット部下面の水平プレ

ート 
曲げ △ A 

支配的な応力は水平地震による曲げ応力であり、曲げ応力の最大応力

点は地震方向で異なる。したがって、水平 2方向入力の影響は軽微で

ある。 

燃料取替機 

燃料取替機構造物フレーム 

ブリッジ脱線防止ラグ（本体） 

トロリ脱線防止ラグ（本体） 

走行レール 

横行レール 

一次応力（せん断） △ A 

すべり方向とすべり直角方向では，それぞれの水平方向地震力を受け

た場合の挙動が異なるため，方向毎に発生応力が異なる。したがっ

て，水平 2方向入力の影響は軽微である。【補足説明資料 6】 

◯ 

3 次元のモデルを用

いた解析により，従来

よりねじれモードを

考慮した耐震評価を

実施している。 

一次応力（曲げ） △ A 同上。 

一次応力（組合せ） △ A 同上。 

ブリッジ脱線防止ラグ（取付ボ

ルト） 

トロリ脱線防止ラグ（取付ボル

ト） 

一次応力（せん断） △ A 

すべり方向とすべり直角方向では，それぞれの水平方向地震力を受け

た場合の挙動が異なるため，方向毎に発生応力が異なる。したがっ

て，水平 2方向入力の影響は軽微である。【補足説明資料 6】 

吊具 吊具荷重 △ C 
鉛直荷重のみ作用し，水平荷重が作用しないため，水平 2方向入力の

影響はない。 
× － 
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設備※1 部位 応力分類 

①-1  
水平 2 方向の地震力
の重複による影響の
有無 

（3.2.4 項(1)に対応） 
 ◯：影響あり 
 △：影響軽微 

影響軽微とした分類 
Ａ：水平 2 方向の地震力を受けた場

合でも，構造により水平 1 方向
の地震力しか負担しないもの 

Ｂ：水平 2 方向の地震力を受けた場
合，構造により最大応力の発生
箇所が異なるもの 

Ｃ：水平 2 方向の地震を組み合わせ
ても 1 方向の地震による応力と
同等といえるもの 

Ｄ：従来評価にて，水平 2方向の地震
力を考慮しているもの 

①-1 の影響有無の説明 

①-2 水平方向とその直交方向が相

関する振動モード（ねじれ振動等）が

生じる観点（3.2.4 項(2)に対応） 

振動モード及び

新たな応力成分

の発生有無 

×：発生しない 

◯：発生する 

左記の振動モードの

影響がないことの理

由 

新たな応力成分が発

生しないことの理由 

原子炉建屋クレーン 

クレーン本体ガーダ 

一次応力（せん断） △ D 
水平 2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせた評価を実施してい

る。 

◯ 

3 次元のモデルを用

いた解析により，従来

よりねじれモードを

考慮した耐震評価を

実施している。 

一次応力（曲げ） △ D 同上。 

浮上り量 △ D 同上。 

脱線防止ラグ 一次応力（圧縮） △ A 
すべり方向とすべり直角方向では水平 2方向で異なる挙動を示すた

め，水平 2方向の影響は軽微である。 × － 

トロリストッパ 

一次応力（せん断） △ A 同上。 

一次応力（曲げ） △ D 
水平 2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせた評価を実施してい

る。 

◯ 

3 次元のモデルを用

いた解析により，従来

よりねじれモードを

考慮した耐震評価を

実施している。 

一次応力（組合せ） △ D 同上。 

トロリ 浮上り量 △ D 
水平 2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせた評価を実施してい

る。 

吊具 吊具荷重 △ D 
水平 2方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせた評価を実施してい

る。 

原子炉遮蔽壁 
一般胴部 

開口集中部 

せん断 △ B 

評価部位は円形の一様断面であることから，水平地震動の方向毎に最

大応力点が異なる。したがって，水平 2方向の地震力を組み合わせた

場合でも水平 2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

圧縮 △ C 
鉛直方向荷重のみ作用し，水平方向荷重が作用しない構造となってい

る。したがって，水平 2方向入力の影響はない。 

曲げ △ B 

評価部位は円形の一様断面であることから，水平地震動の方向毎に最

大応力点が異なる。したがって，水平 2方向の地震力を組み合わせた

場合でも水平 2方向入力の影響は軽微である。 

組合せ △ B 

評価部位は円形の一様断面であることから，水平地震動の方向毎に最

大応力点が異なる。したがって，水平 2方向の地震力を組み合わせた

場合でも水平 2方向入力の影響は軽微である。 
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表 2 動的／電気的機能維持評価 

機種 

①-1  

水平 2 方向の地震

力の重複による影

響の有無（3.2.4 項

(1)に対応） 

 ◯：影響あり 

 △：影響軽微 

影響軽微とした分類 

Ａ：水平 2方向の地震力を受けた

場合でも，構造により水平 1

方向の地震力しか負担しな

いもの 

Ｂ：水平 2方向の地震力を受けた

場合，構造により最大応力の

発生箇所が異なるもの 

Ｃ：水平 2方向の地震を組み合わ

せても1方向の地震による応

力と同等といえるもの 

Ｄ：従来評価にて保守性を考慮し

ており水平2方向の地震力を

考慮しても影響が軽微であ

るもの 

①-1 の影響有無の説明 

①-2 水平方向とその直交方向が相関する振動モー

ド（ねじれ振動等）が生じる観点（3.2.4 項(2)に対応） 

振動モード及び新

たな応力成分の発

生有無 

×：発生しない 

○：発生する 

左記の振動モードの影響がないこ

との理由 

新たな応力成分が発生しないこと

の理由 

立形ポンプ ○ － 軸受は円周に均等に地震力を受け持つため，水平 2方向入力の影響を受ける。 〇 

現在考慮している，X,Y 方向振動

モードではねじれ振動モードは現

れない。よって，ねじれ振動モー

ドが高次にて現れる可能性はある

が，有意な応答ではないため，影

響がないと考えられる。 

横形ポンプ △ A 
現行の機能維持確認済加速度における詳細評価※で最弱部である軸系に対して，曲げに対して軸直角方向の水平 1方向の地震

力のみを負担し，他の水平方向の地震力は負担しないため，水平 2方向入力の影響は軽微である。 
× － 

ポンプ駆動用タービン △ B 
現行の機能維持確認済加速度における詳細評価※で最弱部である弁箱(主蒸気止め弁ヨーク部（立置き））に対して，水平 2方

向による最大応力の発生箇所が異なるため影響は軽微である。 
× － 

立形機器用電動機 △ D 
最弱部である軸受に対し，現行の機能維持確認済加速度における詳細評価※において十分な裕度が確認されており，水平 2方

向入力による応答増加の影響は軽微である。 
× － 

横形機器用電動機 △ D 
最弱部であるフレームに対し，現行の機能維持確認済加速度における詳細評価※において十分な裕度が確認されており，水平

2方向入力による応答増加の影響は軽微である。 
× － 

空調ファン △ A 
現行の機能維持確認済加速度における詳細評価※で最弱部である軸系に対して，曲げに対して軸直角方向の水平 1方向の地震

力のみを負担し，他の水平方向の地震力は負担しないため，水平 2方向入力の影響は軽微である。 
× － 

非常用ディーゼル発電機 

（機関本体） 
△ A 

現行の機能維持確認済加速度における詳細評価※で最弱部である軸系に対して，曲げに対して軸直角方向の水平 1方向の地震

力のみを負担し，他の水平方向の地震力は負担しないため，水平 2方向入力の影響は軽微である。 
× － 

非常用ディーゼル発電機 

（ガバナ） 
○ － 

ガバナについては水平 2方向合成による応答増加の影響がある。ただし，JEAG4601 に記載の機能確認済加速度は 1.8G である

が，旧 JNES 試験より 4G までの機能維持を確認しているため，2方向合成加速度が 4G 未満であれば問題ない。 
× － 

弁 ○ － 
弁については水平 2方向合成による応答増加の影響があるが，2方向合成応答加速度が試験にて確認した機能維持確認済加速

度未満であれば問題ない。 
× － 

制御棒挿入性 ○ － 水平 2方向の影響がある。 × － 

電気盤 △ A 

電気盤，制御盤等に取付けられているリレー，遮断器等の電気品は，基本的に 1次元的な接点の ON－OFF に関わる比較的単

純な構造をしている。加えて，基本的には全て梁，扉等の強度部材に強固に固定されているため，器具の非線形応答はない

と考えられる。したがって，電気品は水平 1方向の地震力のみを負担し，他の水平方向の地震力は負担しないため，水平 2

方向入力の影響は軽微である。【補足説明資料 8】 

× － 

伝送器・指示計 △ A 

伝送器・指示計の掃引試験結果において，X，Y各成分に共振点はなく，出力変動を生じないことを確認していることから，

X，Y2 方向成分にも共振点は無いと考えられる。 

よって，X，Y2 方向入力に対しても応答増加は生じないものと考えられることから，水平 2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

取水槽水位計 △ A 

水位計の掃引試験結果において，X，Y各成分に共振点はなく，出力変動を生じないことを確認していることから，X，Y2 方

向成分にも共振点は無いと考えられる。 

よって，X，Y2 方向入力に対しても応答増加は生じないものと考えられることから，水平 2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

監視カメラ △ A 

監視カメラ本体の掃引試験結果において，X，Y各成分に共振点はなく，出力変動を生じないことを確認していることから，

X，Y2 方向成分にも共振点は無いと考えられる。 

よって，X，Y2 方向入力に対しても応答増加は生じないものと考えられることから，水平 2方向入力の影響は軽微である。 

× － 

ガスタービン発電機 ○ － 水平 2方向の影響がある。 × － 

通信連絡設備 

（アンテナ類） 
○ － 水平 2方向の影響がある。 × － 

※JEAG4601 で定められた評価部位の裕度評価 
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1 水平 2方向同時加振の影響評価について（原子炉圧力容器スタビライザ） 

1.1 はじめに 

本項は，原子炉圧力容器スタビライザ（以下「RPV スタビライザ」という。）に対する水平

2方向同時加振の影響についてまとめたものである。 

 

1.2 現行評価の手法 

RPV スタビライザは，周方向 45°間隔で 8 体配置されており，図 1-1 に地震荷重と各 RPV

スタビライザが分担する荷重の関係を示す。 

水平方向の地震荷重に関して現行評価では，RPV スタビライザ 6体に各水平方向地震力（X

方向，Y方向）の最大地震力が負荷されるものとしている。 

 

 f = MAX（ 4 ， 4 ） 

ここで， 

 f ：RPV スタビライザ 1個が受けもつ最大地震荷重 

Fx：X方向地震よりスタビライザ全体に発生する荷重 

Fy：Y方向地震よりスタビライザ全体に発生する荷重 

 

図 1-1 原子炉圧力容器スタビライザの水平地震荷重の分担（水平 1方向） 

  

RPV 

RPV スタビライザ 

原子炉しゃへい壁 

FX/4 or FY/4 = f 

0 0 

地震方向(X or Y 方向) 

√2×FX/8 
or 

√2×FY/8 

FX/4 or FY/4 = f 

√2×FX/8 
or 

√2×FY/8 

√2×FX/8 
or 

√2×FY/8 

√2×FX/8 
or 

√2×FY/8 
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1.3 水平 2方向同時加振の影響 

RPV スタビライザは，水平 2 方向の地震力を受けた場合においても，図 1-2 及び表 1-1 に

示す通り方向別地震荷重 F（FXまたは FY）に対する最大反力を受け持つ部位が異なる。 

 

     ＜X方向加振時＞              ＜Y方向加振時＞ 

図 1-2 原子炉圧力容器スタビライザの水平地震荷重の分担 

 

表 1-1 原子炉圧力容器スタビライザ各点での分担荷重 

位置 
方向別地震力 Fに対する反力 

X 方向 Y 方向 

① 0° FX/4 0 

② 45° √2×FX/8 √2×FY/8 

③ 90° 0 FY/4 

④ 135° √2×FX/8 √2×FY/8 

⑤ 180° FX/4 0 

⑥ 225° √2×FX/8 √2×FY/8 

⑦ 270° 0 FY/4 

⑧ 315° √2×FX/8 √2×FY/8 

最大 FX/4=f FY/4=f 

 

  

① 

② 

③ ⑦ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

① 

② 

③ ⑦ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

0 

0 

√2×FX/8 

FX/4 = f 

0 0 

FX/4 = f 

√2×FX/8 

√2×FX/8 

√2×FX/8 

FY/4 = f FY/4 = f 

√2×FY/8 √2×FY/8 

√2×FY/8 √2×FY/8 

ＲＰＶ 

RPV スタビライザ 

原子炉しゃへい

地震方向(Y 方向) 地震方向(X 方向) 
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水平 2 方向地震力の組合せの考慮については，表 1-1 に示した水平 1 方向反力を用いて，

X方向・Y方向同時には最大の地震力が発生しないと仮定し，以下の 2つの方法にて検討を行

った。 

① 組合せ係数法：FY=0.4FXと仮定し，X方向・Y方向のそれぞれの水平 1方向応答結果を

算術和する 

② 最大応答の非同時性を考慮した SRSS 法：FY=FXと仮定し，X 方向・Y 方向のそれぞれの

水平 1方向応答結果を二乗和平方根にて合成する 

 

上記検討の結果を表 1-2 に示す。いずれの検討方法を用いても，水平 2 方向反力の組合せ

結果の最大値は fとなり，これは水平 1方向反力の最大値と同値である。 

したがって，RPV スタビライザに対して水平 2方向の影響はない。 

 

表 1-2 原子炉圧力容器スタビライザ各点における水平 2方向の考慮 

位置 

①組合せ係数法を用いた 

水平 2方向反力の組合せ 

（FY=0.4FX） 

②SRSS 法を用いた 

水平 2方向反力の組合せ 

（FY=FX） 

① 0° FX/4=f FX/4=f 

② 45° 
√2×FX/8+√2×FY/8=√2×1.4×FX/8 

=0.990×FX/4＜f 

√((√2×FX/8)2+(√2×FY/8)2) 

FX/4=f 

③ 90° FY/4=0.4×FX/4＜f FY/4=FX/4=f 

④ 135° 
√2×FX/8+√2×FY/8=√2×1.4×FX/8 

=0.990×FX/4＜f 

√((√2×FX/8)2+(√2×FY/8)2) 

FX/4=f 

⑤ 180° FX/4=f FX/4=f 

⑥ 225° 
√2×FX/8+√2×FY/8=√2×1.4×FX/8 

=0.990×FX/4＜f 

√((√2×FX/8)2+(√2×FY/8)2) 

FX/4=f 

⑦ 270° FY/4=0.4×FX/4＜f FY/4=FX/4=f 

⑧ 315° 
√2×FX/8+√2×FY/8=√2×1.4×FX/8 

=0.990×FX/4＜f 

√((√2×FX/8)2+(√2×FY/8)2) 

FX/4=f 

最大 f f 

 

 

  



  4 条-別紙 9-別 1-補-4 

 

2 水平 2方向同時加振の影響評価について（蒸気乾燥器支持ブラケット） 

2.1 はじめに 

本項は，蒸気乾燥器支持ブラケットに対する水平 2 方向同時加振の影響についてまとめた

ものである。 

 

2.2 現行評価の手法 

蒸気乾燥器支持ブラケットは，4 体配置されており，位置関係は図 2-1 の通りとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 蒸気乾燥器支持ブラケットの位置 

 

蒸気乾燥器支持ブラケットは，4 体で耐震用ブロックを介し蒸気乾燥器を支持する設計で

ある。しかし，耐震用ブロックと蒸気乾燥器支持ブラケットの間にはクリアランスが存在し，

水平地震動の入力方向によっては，4 体のうち対角のブラケット 2 体のみがその荷重を負担

する可能性があるため，現行評価では対角のブラケット 2 体により，水平 2 方向の地震荷重

を支持するものとして評価している。 

蒸気乾燥器耐震ブロック 

スペーサーブロック 

蒸気乾燥器支持ブラケット 

クリアランス 

クリアランス 

＜ブラケット・耐震ブロック取り合いイメージ＞ 
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図 2-2 に評価においてブラケットに負荷される水平方向の地震荷重を示す。 

2
,

2
max FyFxF  

F ：蒸気乾燥器から受ける地震荷重 

Fx：X方向地震よりブラケットに発生する荷重 

Fy：Y方向地震よりブラケットに発生する荷重 

 

 

図 2-2 評価におけるブラケットの負荷荷重 

 

2.3 水平 2方向同時加振の影響 

蒸気乾燥器支持ブラケットは，現行評価において，水平 2方向の地震荷重を同時に考慮し，

ブラケットと耐震ブロックの接触状態として想定される最も厳しい状態として 4 体のブラケ

ットのうち 2 体でその荷重を支持すると評価しており，水平 2 方向同時加振による現行の評

価結果への影響はない。 
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3 水平 2方向同時加振の影響評価について（制御棒・破損燃料貯蔵ラック） 

3.1 はじめに 

本項は，制御棒・破損燃料貯蔵ラック（以下「ラック」という。）のサポートに対する水平

2方向同時加振の影響についてまとめたものである。 

 

3.2 サポートの構造 

本サポートは，ラックの耐震上弱軸方向となる短辺方向の転倒防止を目的として，使用済

燃料貯蔵プール壁面から腕を張り出す形で設置されており，ラックの短辺方向側を支持し，

長辺方向側は荷重を受けない構造となっている（図 3-1）。 

 

3.3 水平 2方向の地震力による影響について 

現行評価において，サポートの応力は，地震力によりラックから入力される荷重(反力)，

サポート自身の荷重(自重及び自身の慣性力)と，部材の断面特性を用いて下記の地震条件時

のそれぞれについて求めている。 

・長辺方向(水平 x方向)＋鉛直方向 

・短辺方向(水平 y方向)＋鉛直方向 

長辺方向(x 方向)の地震の場合，サポートはラックを支持していないため，ラックから入力

される荷重(反力)は生じず，サポート自身の慣性力による応力のみが発生する。短辺方向(y

方向)の地震の場合，サポートには，ラックからの反力と自身の慣性力による応力が発生する。

ラック自身の慣性力は，いずれの方向の地震においても，ラックからの反力と比較して小さ

い。 

したがって，サポートの応力は，水平 1方向（短辺方向(y方向)）の地震力の応答が支配的

であり，他の水平方向の地震力による応答は小さいため，水平 2 方向入力の影響は軽微であ

る。 
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全景 

図 3-1 制御棒・破損燃料貯蔵ラック設置状態 

サポート 

ラック 

サポート 

使用済燃料貯蔵プール壁面 

サポート 

〔サポート取合部の説明〕 

・短辺方向側は，ラック付のサポート

座を支持用プレートではさみ込む

ように拘束して支持されている。 

・長辺方向側は，拘束する構造となっ

ていない。 
 

サポート部構造詳細 
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4 水平 2方向同時加振の影響評価について（円筒形容器） 

4.1 はじめに 

本項は，水平地震動が水平 2 方向に作用した場合の円筒容器に対する影響検討結果を FEM

で確認した結果をまとめたものである。 

容器については，別紙 2 にて説明している通り，X 方向地震と Y 方向地震とでは最大応力

点が異なるため，それぞれの地震による応力を組合せても影響軽微としている。本項には，

別紙 2 にて説明していることを解析にて確認することを目的として，円筒形容器の FEM モデ

ルを用いた解析を実施した結果を示す。ここで，本検討は軸方向応力，周方向応力及びせん

断応力の組合せに基づく胴の応力強さを対象としたものである。 

具体的な確認項目として，以下 2点を確認した。 

①X方向地震と Y方向地震とで最大応力点が異なることの確認 

②最大応力点以外に，X 方向地震と Y 方向地震による応力を組合せた場合に影響のある

ような点があるかを確認 

 

4.2 影響評価検討 

評価検討モデルを図 4-1 に示す。検討方法を以下に示す。 

・検討方法 ：水平地震力 1Gを X方向へ入力し，周方向の

0°方向から 90°方向にかけて応力分布を確認

する。また，水平 1方向地震による応力を用

いて水平 2方向地震による応力を評価する。 

・検討モデル：たて置き円筒形容器をシェル要素にてモデ

ル化 

・拘束点  ：容器基部を拘束 

・荷重条件 ：モデル座標の X方向に水平地震力 1G を負荷 

・解析手法 ：静的解析 

・対象部位及び応力：容器基部における応力強さ 

・水平 2 方向同時加振時の考慮方法 

 ・組合せ係数法（最大応答の非同時性を考慮） 

 ・SRSS 法（最大応答の非同時性を考慮） 

 

 

  

図 4-1 評価検討モデル 
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4.3 検討結果 

4.3.1  軸方向応力σx 

容器基部における水平地震時の軸方向応力コンター図を図 4-2 に示す。 

この結果より，最大応力点は 0°/180°位置に発生していることが分かる。円筒形容器のた

め評価部位が円形の一様断面であることから，Y方向から水平地震力を入力した場合におい

ても，最大応力点は 90°/270°位置に発生することは明白であるため，水平方向地震動の

入力方向により最大応力点は異なる。 

また，表 4-1 に X 方向，Y 方向，2方向入力時の軸方向応力分布を示す。 

中間部（0°/90°方向以外）において 2方向入力時の影響が確認できる。なお，組合せ係

数法及び SRSS 法のそれぞれを用いた水平 2方向入力時の応力σx,c(θ)及びσx,s(θ)は，水平

1方向入力時の軸方向応力解析結果（X方向入力時応力σx,X(θ)，Y方向入力時応力σ

x,Y(θ)）により，以下の通り算出する。 

＜組合せ係数法＞ 

)(,)(,, ,max YcxXcxcx  

ただし，σx,c(X)(θ)はσx,X(θ)に 1，σx,Y(θ)に 0.4 の係数を乗じて X・Y方向入力時それ

ぞれの軸応力を組合せた応力，σx,c(Y)(θ)はσx,Y(θ)に 1，σx,X(θ)に 0.4 の係数を乗じて

X・Y方向入力時それぞれの応力を組合せた応力であり，以下のように表される。 

YxXxYcx

YxXxXcx

,,)(,

,,)(,

4.0
4.0

 

＜SRSS 法＞ 

2
,

2
,, YxXxsx  

 

 

図 4-2 水平地震時軸方向応力コンター図  

0° 
90° 45° 
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表 4-1 水平地震時の軸方向応力分布 

角度 

x 方向入力時 

応力(MPa) 

σx,X(θ) 

y 方向入力時 

応力(MPa) 

σx,Y(θ) 

2 方向入力時応力(MPa) 

組合せ係数法 

σx,c(θ) 

SRSS 法 

σx,s(θ) 

0°方向 12.28 0.00 

12.28 

σx,c(X)(0°)=12.28 

σx,c(Y)(0°)=4.91 

12.28 

22.5°方向 11.34 4.70 

13.22 

σx,c(X)(22.5°)=13.22 

σx,c(Y)(22.5°)=9.24 

12.28 

45°方向 8.68 8.68 

12.15 

σx,c(X)(45°)=12.15 

σx,c(Y)(45°)=12.15 

12.28 

67.5°方向 4.70 11.34 

13.22 

σx,c(X)(67.5°)=9.24 

σx,c(Y)(67.5°)=13.22 

12.28 

90°方向 0.00 12.28 

12.28 

σx,c(X)(90°)=4.91 

σx,c(Y)(90°)=12.28 

12.28 

 

4.3.2  周方向応力σφ 

容器基部における水平地震時の周方向応力コンター図を図 4-3 に，周方向応力分布を表

4-2 に示す。軸方向応力同様に最大応力点は 0°/180°位置に発生しており，最大応力点が異

なることについて確認できる。 

また，2 方向入力時の影響についても軸方向応力と同様に中間部（0°/90°方向以外）に

おいて 2方向入力時の影響が確認できる。なお，組合せ係数法及び SRSS 法のそれぞれを用

いた水平 2方向入力時の応力σφ,c(θ)及びσφ,s(θ)は，水平 1方向入力時の軸方向応力解析

結果（X方向入力時応力σφ,X(θ)，Y 方向入力時応力σφ,Y(θ)）により，以下の通り算出す

る。 

＜組合せ係数法＞ 

)(,)(,, ,max YcXcc  

ただし，σφ,c(X)(θ)はσφ,X(θ)に 1，σφ,Y(θ)に 0.4 の係数を乗じて X・Y方向入力時そ

れぞれの軸応力を組合せた応力，σφ,c(Y)(θ)はσφ,Y(θ)に 1，σφ,X(θ)に 0.4 の係数を乗

じて X・Y方向入力時それぞれの応力を組合せた応力であり，以下のように表される。 

YXYc

YXXc

,,)(,

,,)(,

4.0
4.0
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＜SRSS 法＞ 

2
,

2
,, YXs

  

 

図 4-3 水平地震時周方向応力コンター図 

 

表 4-2 水平地震時の周方向応力分布 

角度 

X 方向入力時 

応力(MPa) 

σφ,X(θ) 

Y 方向入力時 

応力(MPa) 

σφ,Y(θ) 

2 方向入力時応力(MPa) 

組合せ係数法 

σφ,c(θ) 

SRSS 法 

σφ,ｓ(θ) 

0°方向 3.54 0.00 

3.54 

σx,c(X)(0°)=3.54 

σx,c(Y)(0°)=1.42 

3.54 

22.5°方向 3.27 1.35 

3.81 

σx,c(X)(22.5°)=3.81 

σx,c(Y)(22.5°)=2.66 

3.54 

45°方向 2.50 2.50 

3.50 

σx,c(X)(45°)=3.50 

σx,c(Y)(45°)=3.50 

3.54 

67.5°方向 1.35 3.27 

3.81 

σx,c(X)(67.5°)=2.66 

σx,c(Y)(67.5°)=3.81 

3.54 

90°方向 0.00 3.54 

3.54 

σx,c(X)(90°)=1.42 

σx,c(Y)(90°)=3.54 

3.54 

0° 

90° 45° 
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4.3.3  せん断応力τ 

容器基部における水平地震時のせん断応力コンター図を図 4-4 に示し，せん断応力分布を

表 4-3 に示す。せん断応力は軸方向及び周方向応力とは異なり，最大応力は 90°/270°位置

に生じているが，最大応力と最小応力の生じる点が回転しているのみで応力の傾向として最

大応力点が異なることについて確認できる。 

また，2 方向入力時の影響についても軸方向応力，周方向応力と同様に中間部（0°/90°

方向以外）において 2方向入力時の影響が確認できる。なお，組合せ係数法及び SRSS 法の

それぞれを用いた水平 2方向入力時の応力τc(θ)及びτs(θ)は，水平 1方向入力時の軸方向

応力解析結果（X方向入力時応力τX(θ)，Y方向入力時応力τY(θ)）により，以下の通り算

出する。 

 

＜組合せ係数法＞ 

)()( ,max YcXcc  

ただし，τc(X)(θ)はτX(θ)に 1，τY(θ)に 0.4 の係数を乗じて X・Y方向入力時それぞれ

の軸応力を組合せた応力，τc(Y)(θ)はτY(θ)に 1，τX(θ)に 0.4 の係数を乗じて X・Y方向

入力時それぞれの応力を組合せた応力であり，以下のように表される。 

YXYc

YXXc

4.0
4.0

)(

)(

 

＜SRSS 法＞ 

22
YXs  

 

 

図 4-4 水平地震時せん断応力コンター図 

 

0° 

45° 90° 
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表 4-3 水平地震時のせん断応力分布 

角度 

X 方向入力時 

応力(MPa) 

τx(θ) 

Y 方向入力時 

応力(MPa) 

τy(θ) 

2 方向入力時応力(MPa) 

組合せ係数法 

τc(θ) 

SRSS 法 

τs(θ) 

0°方向 0.00 2.70 

2.70 

τc(X)(0°)=1.08 

τc(Y)(0°)=2.70 

2.70 

22.5°方向 1.03 2.49 

2.91 

τc(X)(22.5°)=2.03 

τc(Y)(22.5°)=2.91 

2.70 

45°方向 1.91 1.91 

2.67 

τc(X)(45°)=2.67 

τ(Y)(45°)=2.67 

2.70 

67.5°方向 2.49 1.03 

2.91 

τc(X)(67.5°)=2.91 

τc(Y)(67.5°)=2.03 

2.70 

90°方向 2.70 0.00 

2.70 

τc(X)(90°)=2.70 

τc(Y)(90°)=1.08 

2.70 

 

4.3.4  組合せ応力強さσ 

胴の組合せ応力強さσは，表 4-1～3 に示した X方向，Y方向，2方向入力時それぞれの軸

方向応力σx，周方向応力σφ及びせん断応力τを組合せ，耐震評価結果として用いている。 

 

＜水平 1方向のうち，X方向入力時の組合せ応力強さσX(θ)＞ 

主応力σ1,X(θ)，σ2,X(θ)，σ3,X(θ)は以下の通りに表される。 

0

4)(
2
1

4)(
2
1

,3

22
,,,,,2

22
,,,,,1

X

XXXxXXxX

XXXxXXxX

 

各主応力により，応力強さσX(θ)は以下の通りとなる。 

|)||,||,max(| ,1,3,3,2,2,1 XXXXXXX  

なお，Y方向入力時の組合せ応力強さσY(θ)は，上記の式における Xを Yに置き換えた式に

より算出する。 
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ここでθ=0°の場合，表 4-1 よりσx,X(0°)=12.28，表 4-2 よりσφ,X(0°)=3.54，表 4-3 よ

りτX(0°)=0 であるため 

00

54.304)3.5412.28(3.5412.28
2
10

28.1204)3.5412.28(3.5412.28
2
10

,3

22
,2

22
,1

X

X

X

 

となる。したがって，  

28.12|)28.120||,054.3||,54.328.12max(|0X  

 

＜組合せ係数法による，水平 2方向同時加振を考慮した組合せ応力強さσc(θ)＞ 

σc(θ)の算出フローを図 4-5 に示す。 

 

以下3種の応力について，
X方向入力時の応力に1，Y方向入力時の
応力に0.4を乗じて，水平2方向同時加振を

考慮した応力を算出する。

　　　・軸応力σx,c(X)(θ)
　　　・周応力σφ,c(X)(θ)
　　　・せん断応力τc(X)(θ)

水平2方向同時加振を考慮した
3種の応力により主応力

σ1,c(X)(θ)，σ2,c(X)(θ)，σ3,c(X)(θ)
を算出する。

主応力により

応力強さσc(X)(θ)を算出する。
主応力により

応力強さσc(Y)(θ)を算出する。

応力強さσc(X)とσc(Y)を比較する。

水平2方向同時加振を考慮した
3種の応力により主応力

σ1,c(Y)(θ)，σ2,c(Y)(θ)，σ3,c(Y)(θ)
を算出する。

応力強さσc(θ)
（σc(X)とσc(Y)比較時の大きな値）

以下3種の応力について，
X方向入力時の応力に0.4，Y方向入力時の
応力に1を乗じて，水平2方向同時加振を

考慮した応力を算出する。

　　　・軸応力σx,c(Y)(θ)
　　　・周応力σφ,c(Y)(θ)
　　　・せん断応力τc(Y)(θ)

  

図 4-5 組合せ係数法による組合せ応力算出フロー 
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X 方向入力時の応力に 1，Y方向入力時の応力に 0.4 を乗じて組み合わせた水平 2方向同

時加振を考慮した応力は以下の通りとなる。 

YXXc

YXXc

YxXxXcx

4.0
4.0
4.0

)(

,,)(,

,,)(,

 

水平 2方向同時加振を考慮した各応力により，主応力強さσ1,c(X)(θ)，σ2,c(X)(θ)，σ

3,c(X)(θ)は以下の通りに表される。 

0

4)(
2
1

4)(
2
1

)(,3

2
)(

2
)(,)(,)(,)(,)(,2

2
)(

2
)(,)(,)(,)(,)(,1

Xc

XcXcXcxXcXcxXc

XcXcXcxXcXcxXc

 

各主応力により，応力強さσc(X)(θ)は以下の通りとなる。 

|)||,||,max(| )(,1)(,3)(,3)(,2)(,2)(,1)( XcXcXcXcXcXcXc  

同様に，Y方向入力時の応力に 1，X方向入力時の応力に 0.4 を乗じて組み合わせた水平 2

方向同時加振を考慮した応力により，応力強さσc(Y)(θ)を算出する。 

この応力強さσc(X)(θ)とσc(Y)(θ)を比較し，大きな値をσc(θ)とする。 

),max( )()( YcXcc  

 

ここでθ=0°の場合，表 4-1 よりσx,X(0°)=12.28，表 4-2 よりσφ,X(0°)=3.54，表 4-3

よりτX(0°)=1.08 であるため， 

00

41.308.14)54.328.12(54.328.12
2
10

41.1208.14)54.328.12(54.328.12
2
10

)(,3

22
)(,2

22
)(,1

Xc

Xc

Xc

 

となる。したがって，応力強さσc(X)(0°)は以下のように算出される。 

41.12|)41.120||,041.3||,41.341.12max(|0)( Xc  

同様に，表 4-1 よりσx,Y(0°)=4.91，表 4-2 よりσφ,Y(0°)=1.42，表 4-3 よりτY(0°)=2.70
であるため 

00

0.052.704)1.424.91(1.424.91
2
10

6.382.704)1.424.91(1.424.91
2
10

)(,3

22
)(,2

22
)(,1

Yc

Yc

Yc
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となる。したがって，応力強さσc(Y)(0°)は以下のように算出される。 

43.6|)38.60||,005.0||,)05.0(38.6max(|0)(Yc

 応力強さσc(X)(0°)とσc(Y)(0°)により，組合せ係数法による水平 2方向同時加振時を

考慮した応力強さσc(0°)は 

12.41)6.43,12.41max(0c  

となる。 

 

＜SRSS 法による，水平 2方向同時加振を考慮した組合せ応力強さσs(θ)＞ 

主応力σ1,s(θ)，σ2,s(θ)，σ3,s(θ)を以下の通りに表される。 

0

4)(
2
1

4)(
2
1

,3

22
,,,,,2

22
,,,,,1

s

sssxssxs

sssxssxs

 

各主応力により，応力強さσs(θ)は以下の通りとなる。 

|)||,||,max(| ,1,3,3,2,2,1 sssssss  

 

ここでθ=0°の場合には，表 4-1 よりσx,s(0°)=12.28，表 4-2 よりσφ,s(0°)=3.54，表

4-3 よりτs(0°)=2.70 であるため， 

00

2.772.704)3.5412.28(3.5412.28
2
10

13.052.704)3.5412.28(3.5412.28
2
10

,3

22
,2

22
,1

s

s

s

 

となる。したがって， 

13.05|)13.050||,02.77||,2.7713.05max(|0s  

 

θ=0°の場合に SRSS 法，組合せ係数法を用いて算出した応力強さを表 4-4 にまとめる。 
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表 4-4 SRSS 法，組合せ係数法を用いて算出した応力強さ（θ=0°） 

 

 
X Y SRSS 法 

組合せ係数法 

1.0×X＋0.4×Y 0.4×X+1.0×Y 

σx(θ) 12.28 0.00 
√(12.282+0.002)= 

12.28 

12.28×1.0＋0.00×0.4= 

12.28 

12.28×1.0＋0.00×0.4= 

4.91 

σφ(θ) 3.54 0.00 
√(3.542+0.002)= 

3.54 

3.54×1.0＋0.00×0.4= 

3.54 

3.54×1.0＋0.00×0.4= 

1.42 

στ(θ) 0.00 2.70 
√(0.002+2.702)= 

2.70 

0.00×1.0＋2.70×0.4= 

1.08 

0.00×1.0＋2.70×0.4= 

2.70 

σ1(θ) - - 

1/2×[12.28+3.54+ 

√{(12.28-3.54)2+4×2.702}]= 

13.04 

1/2×[12.28+3.54+ 

√{(12.28-3.54)2+4×1.082}]= 

3.41 

1/2×[4.91+1.42+ 

√{(4.91-1.42)2+4×2.702}]= 

6.38 

σ2(θ) - - 

1/2×[12.28+3.54- 

√{(12.28-3.54)2+4×2.702}]= 

2.77 

1/2×[12.28+3.54- 

√{(12.28-3.54)2+4×1.082}]= 

12.41 

1/2×[4.91+1.42- 

√{(4.91-1.42)2+4×2.702}]= 

-0.05 

σ3(θ) - - 0 0 0 

σ(θ) - - 

MAX 

(|13.04-2.77|,|2.77-0|,|0-13.04|)= 

13.04 

MAX 

(|3.41-12.41|,|12.41-0|,|0-3.41|)= 

12.41 

MAX 

(|-0.05-6.38|,|6.38-0|,|0-(0.05)|)= 

6.43 

Max(12.41,6.43)=12.41 
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算出した応力強さの分布及び分布図を表 4-5，図 4-6 に示す。 

 

表 4-5 水平地震時の組合せ応力強さ分布 

角度 

X 方向入力時 

応力強さ(MPa) 

σX(θ) 

Y 方向入力時 

応力強さ(MPa) 

σY(θ) 

2 方向入力時応力強さ(MPa) 

組合せ係数法 

σc(θ) 
SRSS 法 

σs(θ) 
0°方向 12.28 5.40 12.41 13.04 

22.5°方向 11.47 6.03 13.64 13.04 

45°方向 9.22 9.22 12.91 13.04 

67.5°方向 6.03 11.47 13.64 13.04 

90°方向 5.40 12.28 12.41 13.04 

 

 

 

図 4-6 水平地震時組合せ応力強さ分布図 

 

組合せ応力強さは SRSS 法では全方向において一定であるのに対して，組合せ係数法では

24.75°/65.25°方向に 2つのピークをもつ分布となった。組合せ応力強さは 0°/45°/90°方

向付近では SRSS 法の方が組合せ係数法に比べ大きな値となるのに対して，組合せ係数法が

ピークを持つ 24.75°/65.25°方向付近では SRSS 法を約 5％上回る結果となった。 

水平 2方向入力時の SRSS 法による組合せ最大応力強さは水平 1方向入力時の最大応力強

さに対して 6％上回る程度であり（表 4-6 参照），水平 2方向による影響は軽微と言える。

一方，水平 2方向入力時の組合せ係数法による組合せ最大応力強さについては，水平 1方向

入力時の最大応力強さに対して 11％上回る結果となった。これは水平 2方向の影響軽微と
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判断する基準（応力の増分が 1割）を超えているが，本検討においては水平地震力のみを考

慮しており，実際の耐震評価においては水平地震力以外に自重，内圧及び鉛直地地震力等を

考慮して評価を実施することから，水平 2方向を考慮した際の応力強さの増分は小さくな

る。このため，水平 2方向による影響は軽微であると考えられる。 

 

表 4-6 水平地震時の最大組合せ応力強さ及び水平 2方向による影響 

 
最大組合せ応力強さ 

[MPa] 

水平 2方向／水平 1方向

最大応力強さ比 

水平 1方向入力 

 
12.28 1.00 

水平 2方向入力 
SRSS 法 13.04 1.06 

組合せ係数法 13.67 1.11 
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5 水平 2方向同時加振の影響評価について（ダイヤフラムフロア） 

5.1 はじめに 

本項は，ダイヤフラムフロアに対する水平 2 方向同時加振の影響についてまとめたもので

ある。 

 

5.2 ダイヤフラムフロアの構造 

ダイヤフラムフロアは鉄筋コンクリート製格納容器（以下，「RCCV」と呼ぶ。）をドライウ

ェルとサプレッションチェンバに仕切る構造物である。ダイヤフラムフロアは鉄筋コンクリ

ート製のスラブであり，RCCV 及び原子炉本体基礎で支持されている。ダイヤフラムフロアと

RCCV の接合部にはシアプレートが放射状に設置されており，円周方向及び鉛直方向の力の伝

達を行う。原子炉本体基礎との接合部には，ダイヤフラムフロアが原子炉本体基礎に上載す

る構造とし，原子炉本体基礎上面にシアプレート及び頭付きスタッドが放射状に設置されて

おり，円周・半径方向力の伝達を行う（図 5-1）。 

5.3 現行評価の手法 

ダイヤフラムフロアに作用する地震力は，NS，EW 方向のうち最大となるものを用いる。 

鉄筋コンクリートスラブは軸力，曲げ応力により発生する引張応力度，圧縮応力度と面外

せん断力について評価を実施している。 

シアプレート及び頭付きスタッドは，地震時の水平力または鉛直力によるせん断応力度と

曲げモーメントによる曲げ応力度について評価を実施している。 

 

5.4 水平 2方向同時加振の影響 

鉄筋コンクリートスラブに作用する荷重は鉛直方向の荷重が支配的であり，水平 2 方向の

地震を組み合わせた場合でも，引張応力度，圧縮応力度及び面外せん断力に与える影響は軽

微である。 

地震時にダイヤフラムフロア全体に加わる水平力 Q とした場合，ダイヤフラムフロア端部

に加わる水平力 q は sin 分布として与えている（図 5-2）ため，地震方向との角度θが 90°

の位置で最大となることから，NS,EW 方向で最大となる地震力の位置は異なる（図 5-3）。 

さらに，水平 2 方向同時加振時の水平力の合力は，水平 1 方向加振時の最大の水平力と比

較し，SRSS 法を用いた場合は同値，組合せ係数法を用いた場合は最大で約 1.08 倍の値とな

る（図 5-4）ため，水平 2方向同時加振の影響は軽微である。 
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図 5-1 ダイヤフラムフロアの構造  

B 部詳細 C 部詳細 

C 部 B 部 
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ダイヤフラムフロア 

断面図 平面図 
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図 5-2 ダイヤフラムフロア端部における水平力の分布 

 

 

 

 

 

図 5-3 シアプレート及び頭付きスタッドに与える各方向地震による最大水平力発生点 

  

NS 方向地震 EW 方向地震 

Q:地震時にダイヤフラムフロア全体が受ける水平力 

q：ダイヤフラム端部に作用する水平力 

θ 

RCCV 

ダイヤフラムフロア 

原子炉本体基礎 

地震時にシアプレート及び頭付きスタッドが受ける水平力が最大となる位置 

Q 

ｑ（sin 分布） 

ｑmax(@θ＝90°) 
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NS 加振時水平力：qNS=Q/πr×sinθ1 

EW 加振時水平力：qEW=Q/πr×sinθ2 

=Q/πr×sin(π/2+θ1) 

                   =Q/πr×cosθ1 

：NS方向加振時   ：EW 方向加振時 

θ1 

θ2 

図 5-4 水平 2方向同時加振時の水平力分布について 

＜組合せ係数法を用いた 2方向加振時水平力＞ 

q=max(qNS＋0.4×qEW,0.4×qNS＋qEW) 

=Q/πr×max(sinθ1+0.4×cosθ1，0.4×sinθ1+cosθ1) 

 

＜SRSS 法を用いた 2方向加振時水平力＞ 

q=√(qNS2＋qEW2) 

=√((Q/πr×sinθ1)2＋(Q/πr×cosθ1)2) 

=Q/πr 
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6 水平 2方向同時加振の影響評価について（燃料取替機） 

6.1 はじめに 

本項は，燃料取替機（以下，FHM という。）に対する水平 2 方向同時加振の影響についてま

とめたものである。 

 

6.2 現行評価の手法 

FHM はレール上を車輪で移動する構造であるため，基本的には建屋との固定はないが,地震

時に横行方向(走行レールに対し直角方向)にすべりが生じた場合は,レールに沿って取り付

けられている脱線防止ラグがレールの側面と接触し，FHM のすべりを制限する構造となって

いる。つまり，ラグとレールが接触し，FHM が横行方向に建屋と固定された体系では，地震入

力が FHM 本体へそのまま伝達されることが想定される。 

一方，走行方向(走行レールの長手方向)については，FHM の車輪とレールの接触面(踏面)を

介して FHM 本体へと荷重が伝達される構造であり，その荷重は摩擦力により制限されるため，

地震入力により生じる荷重は軽微(FHM 本体への影響は軽微)と考えられる。 

上記より，FHM 本体の耐震評価では横行方向に対する地震応答が支配的であり，走行方向に

対しては比較的軽微であると考えられるため，水平 2 方向同時加振の考慮として，耐震性評

価で走行方向の地震応答を追加で組み合わせたとしても，従来評価の応答結果への影響は小

さいと考えられる。 

なお，FHM については，鉛直地震動が従来の静的地震力から動的地震力へ変更となっている

ことを踏まえ，水平 2 方向及び鉛直方向同時加振を想定した場合の現行評価の妥当性につい

て今後の詳細検討において行うこととする。 
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7 水平 2方向同時加振の影響評価について（矩形配置されたボルト） 

7.1 はじめに 

本項は，水平 2 方向に地震力が作用した場合の矩形配置されたボルトに対する影響検討結

果をまとめたものである。強軸・弱軸が明確なものについては，弱軸方向に応答し水平 2 方

向地震力による影響が軽微であるため，機器の形状を正方形として検討をおこなった。 

 

7.2 引張応力への影響 

水平 1 方向に地震力が作用する場合と水平 2 方向に地震力が作用する場合のボルトへの引

張力の違いを考察する。なお，簡単のため機器の振動による影響は考えないこととする。 

（１） 水平 1方向に地震力が作用する場合 

図 7-1 のように X方向に震度 HC が与えられる場合を考慮する。 

 

 

 

 

図 7-1 水平 1方向の地震力による応答（概要） 

 

この場合，対象としている系の重心に作用する水平方向の力 HF は 

HH mgCF  

と表せ， HF によりボルト B とボルト D の中心を結んだ軸を中心に転倒モーメントを生じる。

この転倒モーメントはボルト A，Cにより負担される。 

  

 

A B 

D C 

転倒軸 

Z 

Y 

X 

 

 

機器重量:m
重力加速度:g
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このとき，系の重心に生じる力は，図 7-2 に示すとおりである。 

 

 

図 7-2 水平 1方向の地震力による力（Z矢視図） 

 

図 7-2 より，水平方向地震動による引張力は 

hmgC
L

F Hb
1

 

である。 

ボルトに掛かる引張応力 bは全引張力を断面積 bA のボルト fn 本で受けると考え， 

bf

b
b An

F
 

である。水平 1方向地震力を考慮する場合，ボルト A,C で全引張力を負担することから，

2fn であるため，ボルトに掛かる引張応力 bは 

LA
hmgC

A
F

b

H

b

b
b 22

 

となる。 

  

 h

2/L  2/L  
転倒支点 

L  

HF  

A,C B,D 
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（２） 水平 2方向に地震力が作用する場合 

図 7-3のようにX方向とY方向にそれぞれ震度 XC , YC が作用する場合を考慮する。なお，

本検討においては，X方向と Y 方向に同時に最大震度が発生する可能性は低いと考え，X方向

の震度と Y方向の震度を 1：0.4（ YX CC4.0 ）と仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-3 水平 2方向の地震力による応答（概要） 

 

この時
10
4tan 1

であることから，水平方向の震度 XYC は 

 

coscos yxXY CCC  

    xx CC
29
24.0

29
5

 

xC
29
8.5

 

 

と表せる。この時，対象としている系の重心に作用する水平方向の力 HF は 

 

XXYH CmgmgCF
29
8.5

 

 

となる。この HF により，転倒軸を中心に転倒モーメントが生じ，ボルト A,B,C により負担さ

れる。 

水平 2方向の地震力を受け対角方向に応答する場合，各ボルトにかかる引張力を AF ， BF ，

CF とし，図 7-5 に示すようにボルト Dの中心を通る直線を転倒軸とすると， 

 

Y 

X 

A B 

θ 

φ 

C D 

機器重量:m  

重力加速度:g  
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図 7-5 対角方向に応答する場合の転倒軸からの距離 

 

転倒軸からの距離により， 

 

5:2:7:: CBA FFF  

 

であり，転倒軸周りのボルトの軸力により発生するモーメント Mは， 

 

CBA LFLFLFM
29
5

29
2

29
7

 

AAA FLFLFL
7
5

29
5

7
2

29
2

29
7

 

ALF
297

78
 

 

である。 

転倒しない場合，転倒軸周りのボルトの軸力により発生するモーメント M と，水平方向地

震力によるモーメントが釣り合っているので， 

 

Axy LFhmgC
297

78
 

 

であり，引張力 AF は以下の通りとなる。 
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以上より，最も発生応力の大きいボルト Aに発生する応力 'b は 

hmgC
LAA

F
xy

bb

A
b 78

297'
 

であり，水平 1方向地震動を考慮した場合のボルトにかかる応力 b 

hmgC
LAA

F
H

bb

b
b 2

1
2

 

に対して，震度 HXY CC
29
8.5

であることから 

hmgC
LA xy

b
b 239

297'
 

hmgC
LA H

b 29
8.5

239
297

 

b39
6.40

 

b04.1
 

となる。したがって，水平 2方向地震を考慮した場合，ボルトに発生する引張応力は増加す

るが，その影響は軽微である。 

 

7.3 せん断応力への影響 

せん断力は全基礎ボルト断面で負担するが，全ボルトに対するせん断力 bQ は， 

Hb FQ  

であり，せん断応力 b は断面積 bA のボルト全本数nでせん断力 bQ を受けるため， 

b

b
b nA

Q
 

となる。 

水平 1方向の地震力を考慮した場合のせん断力 bQ 及び水平2方向の地震力を考慮した場合
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のせん断力 'bQ はそれぞれ 

Xb mgCQ  

XXb mgCCmgQ 08.1
29
8.5'  

となる。水平1方向及び水平2方向地震時に断面積 bA 及びボルト全本数nは変わらないため，

水平 2 方向地震を考慮した場合，ボルトに発生するせん断応力は増加するが，その影響は軽

微である。 
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8 水平 2方向同時加振の影響評価について（電気盤） 

8.1 はじめに 

本項は，電気盤に取り付けられている器具に対する水平 2 方向入力の影響をまとめたもの

である。 

 

8.2 水平 2方向加振の影響について 

電気盤に取り付けられている器具については，1次元的な接点の ON-OFF に関わる比較的単

純な構造をしている。加えて，基本的にはすべて梁，扉等の強度部材に強固に固定されてい

るため，器具の非線形応答もなく，水平 2 方向の加振に対しては独立に扱うことで問題ない

ものと考える。さらに器具の誤動作モードは，水平 1 方向を起因としたモードであるため，

水平 2方向加振による影響は軽微であると考える。 

次頁より，メタクラ取付器具を代表とし，器具の構造から検討した結果をまとめる。 

なお，メタクラ以外の器具については，今後の詳細検討において構造・型式等の観点から

網羅的に整理し，影響が軽微であることを確認することとする。 
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8.2.1 補助リレー 

（１）構造，作動機構の概要 

図 8-1 に補助リレーの構造及び作動機構を示す。補助リレーはコイルに通電されることによ

り生じる電磁力でアマチュア部を動作させ，接点の開閉を行うものである。 

補助リレーのうち，固定鉄心，固定接点（Ａ，Ｂ接点）はいずれも強固に固定されており，可

動接点は左右方向にのみ動くことのできる構造になっている。 

 

 

図 8-1 補助リレー構造図  

 

（２）水平 2方向地震力に対する影響検討 

図 8-1 から，器具の誤動作モードとして以下が考えられる。 

・地震力で可動接点が振動することにより，接点が誤接触，または誤開放（左右方向） 

ただし，補助リレーは取付部をボルト固定していること，また，器具の可動部は左右方向に

のみ振動することから，誤動作にいたる事象に多次元的な影響はないと考えられる。 
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（３）機能確認済加速度 

参考として，発生加速度と補助リレーの既往試験での確認済加速度及び試験結果を表 8-1 に

示す。 

表 8-1 補助リレーの発生加速度及び機能確認済加速度 

方向 前後 左右 上下 

発生加速度(G) 0.70 0.83 0.83 

確認済加速度(G)    
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8.2.2 ノーヒューズブレーカ（ＭＣＣＢ） 

（１）構造，作動機構の概要 

図 8-2 にＭＣＣＢの構造及び作動機構を示す。配線用遮断器には熱動電磁式と完全電磁式が

ある。下記に代表して熱動電磁式の動作原理と内部構造を示す。 

熱動電磁式は，過電流が流れるとバイメタルが彎曲し，トリップ桿によりラッチの掛け合い

が外れ，キャッチがバネにより回転し，リンクに連結された可動接点が作動し回路を遮断する。

また，短絡電流等の大電流が流れた場合は，固定鉄心の電磁力で可動鉄心が吸引されトリップ

桿が作動し，以降は上述と同じ動作により回路を遮断する。 

 

 

図 8-2 ＭＣＣＢ構造図  
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（２）水平 2方向地震力に対する影響検討 

図 8-2 から，器具の誤動作モードとして以下が考えられる。 

・ハンドルが逆方向へ動作する（上下方向） 

・接点が乖離する（前後方向，左右方向） 

・ラッチが外れてトリップする（前後方向，上下方向） 

上記より，ＭＣＣＢの誤動作として 2 方向の振動の影響が考えられる。ただし，ハンドルは

1方向にしか振動できないこと，前後－左右の接点乖離は各々独立であること（前後方向は接触

－非接触，左右方向はずれによる）から，これらについては誤動作に至る事象は多次元的な影

響はないものと考えられる。 

ラッチ外れについては 2 軸（前後方向，上下方向）の影響は無視できないと考えられるが，

左右方向はラッチ外れに影響を与える誤動作モードではないため，水平 2 方向の影響はないも

のと考えられる。 

なお，既往試験においては，ハンドルの移動に起因する誤動作事象は発生していない。 

 

（３）機能確認済加速度 

参考として，発生加速度とＭＣＣＢの既往試験での確認済加速度及び試験結果を表 8-2 に示

す。 

表 8-2 ＭＣＣＢの発生加速度及び機能確認済加速度 

方向 前後 左右 上下 

発生加速度(G) 0.70 0.83 0.83 

確認済加速度(G)    

 

 

 

  



  4 条-別紙 9-別 1-補-36 

 

8.2.3 過電流リレー（保護リレー） 

（１）構造，作動機構の概要 

図 8-3 に過電流リレー（保護リレー）の構造を示す。過電流リレーは，電流コイル 1 個を

持つ電磁石が動作トルクを発生し，永久磁石の制動により限時特性を得る円板形リレーであ

り，タップ値以上の過電流が流れると接点が動作し，警報や遮断器引き外しを行う。なお，

過電流リレーはボルトにて，盤の扉面に強固に取り付けられている。 

 

図 8-3 過電流リレー構造図 
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（２）水平 2方向地震力に対する影響検討 

図 8-3 から，器具の誤動作モードとして以下が考えられる。 

・誘導円板が接触し，固渋する（上下方向） 

・可動接点が振動し，接点の誤接触が生じる（前後，左右方向） 

誘導円板の固渋については上下方向のため，水平 2方向の影響はない。 

接点の誤接触については，昭和 56 年の日本機械学会講演論文集「誘導円板型リレーの地震時

誤動作に関する研究」において，誘導円板が水平２方向入力により，回転し接点接触により，

誤動作が生じることが報告されている。しかし，平成 13 年度に行われた電力共通研究「鉛直地

震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究」において，水平 2 方向加振時に鉛直方向加振

を加えた試験を実施しており，正弦波加振試験では誘導円板の回転挙動が発生したが，地震波

加振試験では誘導円板の回転挙動が発生しないことを確認している。したがって，地震波によ

る水平 2方向の影響はないものと考えられる。 

 

（３）機能確認済加速度 

参考として，発生加速度と過電流リレーの既往試験での確認済加速度及び試験結果を表 8-3

に示す。 

表 8-3 過電流リレーの発生加速度及び機能確認済加速度 

方向 前後 左右 上下 

発生加速度(G) 0.70 0.83 0.83 

確認済加速度(G)    
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荷重の組み合わせによる応答特性が想定される部位の抽出に関する補足説明 
 
 
１．はじめに 
 本資料は，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の適切な組み合わせに関する検討において，

荷重の組み合わせによる応答特性が想定される部位の抽出について，部材の特性より影響

を考慮しないとした部位について，抽出根拠が明確になるよう，代表的な建屋について，

対象部位の図面を示すものである。 
 対象部位の図面を示す建屋として，原子炉建屋（6 号炉）及びタービン建屋（6/号炉）を

代表として示す。 
 
２．荷重の組み合わせによる応答特性が想定される部位の抽出に関する補足説明 
２－１．原子炉建屋（6 号炉） 
 原子炉建屋（6 号炉）の断面図及び平面図を図 2-1-1 及び図 2-1-2 に示す。なお，平面図

については基準階として 1 階（T.M.S.L. 12.3）並びに上部構造のクレーン取付階伏図

（T.M.S.L. 38.2）を代表として示す。 
  
a.柱 
 独立した隅柱は直交する地震荷重が同時に作用するが，図 2-1-2 に示すとおり，原子炉建

屋の隅柱は耐震壁付きの隅柱であり直交する水平 2 方向の荷重による影響は小さい。 
 
b.梁 
 梁については，1 方向のみ荷重を負担することが基本であり，また図 2-1-2 に示す通り原

子炉建屋の梁は床および壁に拘束されているため，面外荷重負担による影響は小さい。 
 
c.壁 
 壁については，1 方向のみ荷重を負担することが基本であり，また，図 2-1-2 に示す通り

原子炉建屋の耐震壁は直交方向に釣り合いよく配置されているため，直交する水平 2 方向

の荷重による影響は小さい。 
 
d.床及び屋根 
 床及び屋根については，図 2-1-2 に示す通り四辺を壁及び梁で拘束されているため，水平

方向に変形しにくい構造となっており，水平地震力の影響は小さい。 
 

参考資料－1 
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        赤枠内の平面図を示す 

 
図 2-1-1 原子炉建屋（6 号炉）断面図（単位：ｍ） 
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図 2-1-2 原子炉建屋 1 階伏図（T.M.S.L.12.3）（単位：ｍ） 

：耐震壁 
：柱 
：梁（外周部除く） 
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図 2-1-2 原子炉建屋 クレーン取付階伏図（T.M.S.L.38.2）（単位：ｍ） 
 
 

：耐震壁 
：柱 
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２－２．タービン建屋（6 号炉） 
 タービン建屋（6 号炉）の断面図及び平面図を図 2-2-1 及び図 2-2-2 に示す。なお，平面

図については基準階として 1 階（T.M.S.L. 12.3）並びに上部構造の 3 階（T.M.S.L. 30.9）
を代表として示す。 
 
a.柱 
 独立した隅柱は直交する地震荷重が同時に作用するが，図 2-2-2 に示すとおり，タービン

建屋（6 号炉）の隅柱は耐震壁又は鉄骨ブレース付きの隅柱であり直交する水平 2 方向の荷

重による影響は小さい。 
 
b.梁 
 梁については，1 方向のみ荷重を負担することが基本であり，また図 2-2-2 に示す通りタ

ービン建屋（6 号炉）の梁は床および壁に拘束されているため，面外荷重負担による影響は

小さい。 
 
c.壁 
 壁については，1 方向のみ荷重を負担することが基本であり，また，図 2-2-2 に示す通り

タービン建屋（6 号炉）の耐震壁は直交方向に釣り合いよく配置されているため，直交する

水平 2 方向の荷重による影響は小さい。 
 
d.床及び屋根 
 床及び屋根については，図 2-2-2 に示す通り四辺を壁及び梁で拘束されているため，水平

方向に変形しにくい構造となっており，水平地震力の影響は小さい。 
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        赤枠内の平面図を示す 
 

図 2-2-1 タービン建屋（6 号炉）断面図（単位：ｍ） 
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図 2-2-2 タービン建屋（6 号炉） 1 階伏図（T.M.S.L. 12.3）（単位：ｍ） 
 
 

：耐震壁 
：柱 
：梁（外周部除く） 
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図 2-2-2 タービン建屋（6 号炉） 3 階伏図（T.M.S.L. 30.9）（単位：ｍ） 
 
 
 
 
 
 

：柱 
：鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ 
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水平 2 方向及び鉛直方向の適切な組合わせに対する梁の力学的特性 
 
 

１．はじめに 
 本資料は，水平 2 方向及び鉛直方向の適切な組合わせに対する評価対象部位として梁（一

般部・鉄骨トラス）を抽出しない理由について，梁の力学的特性を補足説明するものであ

る。 
 
２．梁の力学的特性 
（１）梁（一般部） 

鉛直方向の地震荷重に対して設計されており、直交する水平方向の地震荷重に対し

ては床スラブで拘束されているため、梁には大きな応力は生じない。 
 
（２）鉄骨トラス 

 鉛直方向の地震荷重に対して設計されており、直交する水平方向の地震荷重に対し

ては床スラブやつなぎばりで拘束されているため、鉄骨トラスには大きな応力は生じ

ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 地震荷重に対する梁の力学的特性 
 
３．まとめ 
 梁は直交方向の地震力に対しては有効となる直交部材が存在することから、「荷重の組合

せによる応答特性が想定される部位」として抽出しない。 
 
 

梁 

床スラブ 

床スラブ 

地震荷重 
（鉛直） 

地震荷重 
（水平） 

地震荷重 
（水平） 
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水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組み合わせの影響評価に用いる 
模擬地震波の作成方針 

 
 

１．はじめに 
 応答スペクトルに基づく地震動として策定された基準地震動 Ss-1 及び Ss-3 並びに「震源

を特定せず策定する地震動」として策定された基準地震動 Ss-8 については，水平方向の地

震動に方向性がないことから，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の同時入力による影響検討

を行う場合，水平 2 方向のうち 1 方向について模擬地震波を作成し入力する等の方法が考

えられる。本資料は，模擬地震波の作成方針を示すものである。 
 
２．模擬地震波の作成方針 
 応答スペクトルに基づく地震動として策定された基準地震動 Ss-1 及び Ss-3 並びに「震源

を特定せず策定する地震動」として策定された基準地震動 Ss-8 の水平方向の模擬地震波の

作成方針を下記に示す。 
 
（1）応答スペクトルに基づく地震動として策定された基準地震動に対する模擬地震波 
   基準地震動 Ss-1 及び Ss-3 の模擬地震波について，全く同じ地震動が同時に水平 2

方向に入力されることは現実的に考えにくいことから，基準地震動を作成した方法と

同一の方法で，位相角を一様乱数とした正弦波を重ね合わせ，目標とする応答スペク

トルに適合する位相の異なる模擬地震波を作成する。 
なお，念のために大湊側鉛直アレイ観測点（T.M.S.L.-180m）の観測記録より，当該

サイトにおいて，水平 2 方向の地震波で位相差が生じる傾向を確認した。確認の方法

として，基準地震動 Ss-1 を同時に水平 2 方向に入力した場合のオービット（図 1）と，

観測記録の水平 2 方向のオービット（図 2,3）との比較を行った。図１より，全く同じ

地震動を同時に水平 2 方向に入力した場合，オービットは現実的に考えにくい 45°方

向に直線的な軌跡を示す。一方，図 2,3 より観測記録ではオービットは位相差によって

生じるランダムな軌跡を示すことを確認した。 
 
（2）「震源を特定せず策定する地震動」として策定された基準地震動に対する模擬地震波 

基準地震動 Ss-8 は「震源を特定せず策定する地震動」として，2004 年北海道留萌支 
庁南部地震の観測記録より策定された地震動である。基準地震動 Ss-8 における水平方 
向の地震動は，観測記録から推定される解放基盤相当位置の地震動に基づき敷地地盤 
の物性等を踏まえて作成されている。模擬地震波については，基準地震動 Ss-8 の作成

方法と同一の方法で，基準地震動 Ss-8 で用いた観測記録と水平方向に直交する観測記

録から作成する。 

参考資料－3 
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（a）加速度時刻歴波形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（b）水平 2 方向の加速度成分のオービット 
 

図 1 基準地震動 Ss-1H 

NS 成分 

EW 成分 
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（a）加速度時刻歴波形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（b）水平 2 方向の加速度成分のオービット 
 

図 2 2007 年能登半島地震観測記録（大湊側鉛直アレイ観測点 T.M.S.L.-180m） 

NS 成分 

EW 成分 
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（a）加速度時刻歴波形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（b）水平 2 方向の加速度成分のオービット 
 

図 3 2011 年長野県北部地震観測記録（大湊側鉛直アレイ観測点 T.M.S.L.-180m） 

NS 成分 

EW 成分 
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柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉 
 
 
 
 
 

基礎地盤傾斜が 1/2,000 を超えることに 
対する耐震設計方針について 

（耐震） 
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１．概要 
 「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」に「許容される傾斜が各建物

及び構築物に対する要求性能に応じて設定されており、動的解析の結果に基づいて求めら

れた基礎の最大不等沈下量及び残留不等沈下量による傾斜が許容値を超えてないことを確

認する。一般建築物の構造的な障害が発生する限界（亀裂の発生率、発生区間等により判 
断）として建物の変形角を施設の傾斜に対する評価の目安に、1/2,000 以下となる旨の評

価していることを確認する。なお、これは、基本設計段階での目安値であり、機器、設備

等の仕様が明らかになる詳細設計段階において詳細に評価を行うこととなる。」との記載

があるが，柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉において，基礎地盤の安定性評価の結

果，原子炉建屋の傾斜が基準地震動Ssに対し一時的に1/2,000を超える結果となっているこ

とから建物・構築物及び機器・配管系が傾斜する影響を検討する。 
 
２．基礎地盤傾斜に対する影響検討 
２．１ 影響検討対象 
 基礎地盤傾斜の影響は，以下を対象として検討する。 
  (1) 設計基準対象施設のうち，耐震重要度分類の S クラスに属する設備 
  (2) (1)の間接支持構造物である建物・構築物 
  (3) 屋外重要土木構造物 
  (4) 重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和

設備 
  (5) (4)の間接支持構造物である建物・構築物 
  (6) (1)～(5)に対する波及的影響防止のために耐震性評価を実施する施設 
 
２．２ 影響検討方針 
 基礎地盤傾斜の影響検討フローを図１に示す。 
 検討対象に対して，基準地震動による地震時の最大傾斜と地殻変動による傾斜を算定し，

合算値が目安値である 1/2,000 を超えるかを判断する。ただし，応答スペクトルに基づく基

準地震動（Ss-1, Ss-3）及び震源を特定せず策定する基準地震動（Ss-8）については，地殻

変動による最大傾斜が想定できないことから，基準地震動の最大傾斜のみで判断する。傾斜

が 1/2,000 を超える対象については，傾斜の影響を考慮した耐震性評価を実施する。なお，

表１に示す通り，地殻変動による傾斜は建屋を問わず，各基準地震動で同程度の大きさであ

ること，検討対象は全て大湊側の建物・構築物であることから，検討用の地殻変動による傾

斜として各基準地震動における 5 号炉，6 号炉又は 7 号炉原子炉建屋傾斜の最大値を用い

る。 
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検討対象

地殻変動による最大傾斜
基準地震動による最大傾斜

の算定

基準地震動による最大傾斜
と地殻変動の傾斜の合算値

を算定※

評価終了

傾斜が1/2,000を超える
か？

Yes

No

発生値が許容限界以
下か？

傾斜の影響を考慮した耐震
性評価の実施

対策

Yes

No

※応答スペクトルに基づく基準地震動（Ss-1, Ss-3）及び震源を特
定せず策定する基準地震動（Ss-8）については，地殻変動による
最大傾斜量が想定できないことから，基準地震動による最大傾斜
のみで判断。

 
 

図１ 基礎地盤傾斜の影響検討フロー 
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表１ 地殻変動の傾斜＊ 

 
 
＊柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉及び 7 号炉 原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定

性について（平成 28 年 12 月 26 日，第 425 回審査会合資料１－３－１）より抜粋 
 
３．原子炉建屋を例とした基礎地盤傾斜に対する影響検討 
 6 号炉及び 7 号炉原子炉建屋を例とした基礎地盤傾斜に対する影響検討を示す。 
 原子炉建屋の基礎地盤の安定性評価結果を表２及び表３に示す。表２に示す基準地震動

による地震時の最大傾斜と地殻変動による傾斜の合算値の最大値 1/1,900 及び表３に示す

基準地震動による最大傾斜の６号炉の最大値 1/1,600，７号炉の最大値 1/1,700 を包絡する

1/1,000 を検討用の傾斜とする。また，建屋傾斜が 1/2,000 を超えるのは最大不等沈下によ

る一時的なものである（図２及び図３参照）が，基礎地盤の残留不等沈下が 1/1,000 という

仮定で行う。 
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表２ 原子炉建屋の基準地震動による最大傾斜と地殻変動による傾斜の合算値＊ 

 
 

表３ 原子炉建屋の基準地震動による最大傾斜＊ 

 
 

＊柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉及び 7 号炉 原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定

性について（平成 28 年 12 月 26 日，第 425 回審査会合資料１－３－１）より抜粋 
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図２ 6 号炉原子炉建屋の傾斜（Ss-8）＊ 

 

 
図３ 7 号炉原子炉建屋の傾斜（Ss-8）＊ 

 
＊柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉及び 7 号炉 原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定

性について（平成 28 年 12 月 26 日，第 425 回審査会合資料１－３－１）より抜粋 
 
３．１ 基礎地盤傾斜による地震荷重及び地震と組み合わせるべき荷重への影響 
 基準地震動 Ss と組み合わせるべき荷重は死荷重，圧力荷重及び機械的荷重が挙げられる。

以降で各荷重に対する建屋傾斜の影響を検討する。 
 
３．１．１ 基準地震動 Ss により定まる地震力への影響 
 耐震性評価用のせん断力，曲げモーメント及び床応答スペクトル等の地震力は地震によ

る加速度を入力として算定される。そこで，建屋傾斜の有無による地震加速度への影響を検

討する。 
 建屋傾斜が発生している状況の地震加速度を図４に示す。検討用の傾斜（1/1,000）によ

り水平方向，鉛直方向の地震加速度はそれぞれ以下のように表される。 
〇傾斜時に発生する水平地震加速度： 

+ = 1000
√1 + 1000 + 1

√1 + 1000 ≒ 0.999 + 0.001 ≒  

〇傾斜時に発生する鉛直地震加速度： 

− = 1000
√1 + 1000 − 1

√1 + 1000 ≒ 0.999 − 0.001 ≒  

傾斜が発生している場合の水平地震加速度及び鉛直地震加速度は傾斜が発生していない
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場合の地震加速度と同等であり，傾斜が発生している場合の地震力についても，傾斜が発生

していない場合と同等になると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 傾斜が発生している状況での地震加速度概念図 
 
３．１．２ 死荷重への影響 
建屋傾斜が発生している状況での死荷重を図５に示す。傾斜が発生していない場合，死荷

重は鉛直方向のみに作用する。傾斜が発生している場合，水平方向に自重の分力が発生し，

鉛直方向は水平方向に分力されるため，従来作用していた荷重より小さくなる。すなわち，

傾斜を考慮すると水平方向の曲げモーメント及びせん断力が新たに発生し，鉛直方向の荷

重は mgcosθとなり，従来作用していた荷重 mg よりも減少する。 
 
   〇傾斜時に新たに発生する曲げモーメント：mgsinθ×h 
   〇傾斜時に新たに発生するせん断力   ：mgsinθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 傾斜が発生している状況での荷重概念図 
 

h：重心高さ 
m：質量 
g：重力加速度 
θ：傾斜角 

CH：水平地震加速度 
CV：鉛直地震加速度 
θ：傾斜角 

CH

θ

CV

CHcosθ

CHsinθ

CVcosθ CVsinθ

傾斜が発生していない状況 

傾斜が発生している状況 

θ 

mgsinθ 

h 

mgsinθ×h 

mgcosθ mg 

mg 

傾斜が発生していない状況 

傾斜が発生している状況 
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３．１．３ 圧力荷重及び機械的荷重への影響 
 圧力荷重は傾斜による影響が無いため変化しない。また，機械的荷重は，安全弁吹出し時

の反力荷重，スクラム反力及びポンプの振動等があるが傾斜による影響が無いため変化し

ない。 
 
３．１．４ 建屋傾斜による荷重への影響検討結果 
建屋傾斜による荷重への影響検討結果を表４に示す。建屋傾斜が発生している状況では，

死荷重による曲げモーメント及びせん断力が水平方向に新たに発生する。 
 

表４ 建屋傾斜による荷重への影響検討結果 
 水平方向 鉛直方向 

Ss による
地震力 

地震加速度は傾斜が発生している場
合と傾斜が発生していない場合を比
較すると同等であるため，Ss による
地震力も同等である。 

同左 

死荷重 
基礎地盤が傾くことにより新たに，
曲げモーメント（mgsinθ×h），せん
断力（mgsinθ）が発生する。 

軸力が mg から mgcosθに減少する。 

圧力荷重 
機械的荷重 変化なし 変化なし 

 
３．２ 耐震設計における原子炉建屋基礎地盤傾斜による影響の考慮方針の検討 
 残留不等沈下による基礎地盤の傾斜が 1/1,000 という仮定をした場合に，死荷重により新

たに発生する曲げモーメント及びせん断力を耐震設計で考慮する。建屋傾斜を考慮すべき

対象について耐震性評価手法を分類し，評価手法毎に基礎地盤の傾きにより新たに発生す

る荷重の反映方針を検討する。なお，傾斜時の死荷重による鉛直方向の荷重については傾斜

がない場合よりも小さくなるため，設計で考慮しない。評価手法の分類を図６に示す。 
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図６ 耐震性評価手法の分類 
 

３．２．１ 入力条件毎の反映方法の検討 
 評価手法を整理した結果，耐震性評価の入力として曲げモーメント及びせん断力を用い

る評価と加速度を用いる評価に大きく分類される。それぞれに対する反映方法を検討する。 
 
３．２．１．１ 曲げモーメント及びせん断力を入力とする評価 
 基礎地盤の傾きにより新たに発生する曲げモーメント及びせん断力を算定し，傾斜を考

評価手法 評価の入力 対象設備例

①建屋連成解析結果等
の曲げモーメント､せん
断力による評価

曲げモーメント
せん断力

原子炉建屋
原子炉圧力容器内部構
造物
原子炉圧力容器支持構
造物

②床応答スペクトルを
用いる評価

加速度
配管
燃料取替機

③床の最大応答加速度
による評価

加速度 ほう酸水注入系ポンプ

④時刻歴応答解析によ
る評価

加速度 原子炉建屋クレーン

⑤その他の特殊な評価
（制御棒挿入性評価）

その他（たわみ量） 制御棒

影響検討対象施設

耐震性評価手法の確認・検討

地震応答解析結果か

ら求められた曲げモー

メント及びせん断力を

用いる評価か？

床応答スペクトルを用

いる評価か？

床の最大応答加速度

を用いる評価か？

床の時刻歴答加速度

を用いる評価か？

Yes

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes
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慮せずに算定した曲げモーメント及びせん断力に上乗せする。 
 
３．２．１．２ 加速度を入力とする評価 
基礎地盤の傾きにより新たに発生するせん断力及び曲げモーメントは図７に示す通り，

水平方向に加速度 gsinθが発生した状態と等価であることから，傾斜を考慮せずに算定し

た水平加速度に gsinθを上乗せする。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

傾き発生時    加速度発生時 
図７ 傾き発生時と加速度発生時の荷重状態 

 
３．２．２ 耐震性評価手法毎の反映方法の検討 
図６にて分類した評価手法毎の反映方法を検討する。 

 
３．２．２．１ 建屋連成解析結果等の曲げモーメント及びせん断力による評価（図６の①） 
原子炉建屋内の原子炉圧力容器，原子炉遮蔽壁，原子炉本体基礎等の大型機器・構造物は，

原子炉建屋基礎版やダイヤフラムフロアを介して原子炉建屋からの地震の入力があること

を考慮して，図８に示すように連成させたモデルを使用し，基準地震動 Ss による地震応答

解析を実施することによって大型機器・構造物の評価用曲げモーメントやせん断力を算定

している。 

原子炉本体基礎を例として算定した曲げモーメントやせん断力が伝達されるイメージと

基礎地盤の傾きにより発生する曲げモーメント及びせん断力を図９に示す。 

 建屋傾斜による影響の反映方法として，基礎地盤の傾きにより新たに発生する曲げモー

メントやせん断力を地震応答解析で算定した値に加算する。なお，基礎地盤の傾きにより新

たに発生する曲げモーメントやせん断力は水平方向に加速度 gsinθが負荷されている状態

と等価であるため，gsinθを入力とした静的解析を実施することにより算定する。 
 
 
 

h：重心高さ 
m：質量 
g：重力加速度 
θ：傾斜角 

θ

mgsinθ

mgsinθ×h

mg

h

mgsinθ

mgsinθ×h

gsinθ

mg
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図８ 原子炉建屋と大型機器を連成させた地震応答解析モデル例 
 

 

 

 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生時                  傾き発生時 

図９ 原子炉本体基礎に作用する曲げモーメント及びせん断力のイメージ 

 

３．２．２．２ 床応答スペクトルを用いる評価（図６の②） 
 配管や燃料取替機は床応答スペクトルを入力として評価している。建屋傾斜による影響

の反映方法として，基礎地盤の傾きにより新たに発生する曲げモーメント及びせん断力を，

地震力によるせん断力

地震力による曲げモーメント

基礎地盤の傾きによるせん断力

基礎地盤の傾きによる曲げモーメント

基礎マット

原
子

炉
建

屋

原
子

炉
本

体
基

礎
原

子
炉

遮
蔽

壁

原
子

炉
圧
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加速度として水平方向の床応答スペクトルの全周期に gsinθを加算する。加算するイメー

ジを図１０に示す。 

 
図１０ 傾斜を考慮した床応答スペクトルのイメージ 

 
３．２．２．３ 床の最大応答加速度による評価（図６の③） 
 剛な設備の構造健全性評価や動的機器の機能維持評価に床の最大応答加速度を用いてい

る。建屋傾斜による影響の反映方法として，基礎地盤の傾きにより新たに発生する曲げモー

メント及びせん断力を，水平方向加速度として床の最大応答加速度に gsinθを加算する。 
 
３．２．２．４ 時刻歴応答解析による評価（図６の④） 
 原子炉建屋クレーンは浮き上がりを考慮するため，クレーンガーダの各車輪にギャップ

要素を持つ非線形 FEM 解析モデルを用いて時刻歴応答解析を行う。建屋傾斜による影響の

反映方法として，基礎地盤の傾きにより新たに発生する曲げモーメント及びせん断力を加

速度として上乗せするために，入力として用いる時刻歴応答加速度を係数倍する。係数倍す

るイメージを図１１に示す。 
 係数については，図１２に示すように，建屋傾斜の影響を考慮した時刻歴応答加速度によ

る床応答スペクトルが，建屋傾斜の影響を考慮していない時刻歴応答加速度による床応答

スペクトルより，設備に影響を与える周期帯において gsinθ以上大きくなるように設定す

る。 
 なお，原子炉建屋クレーンについては，自重解析及び時刻歴応答解析を実施するが，自重

解析に傾斜を考慮すると鉛直方向の荷重が小さくなるため，建屋傾斜の影響は時刻歴応答

解析の入力条件として考慮する。 

周期

加速度
gsinθを加算

傾斜を考慮していない床応答スペクトル

傾斜を考慮した床応答スペクトル
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図１１ 傾斜を考慮した時刻歴応答加速度のイメージ 

 

 
図１２ 傾斜を考慮した時刻歴応答加速度による床応答スペクトルのイメージ 

 
３．２．２．５ その他の特殊な評価（制御棒挿入性評価）（図６の⑤） 
制御棒挿入ラインを形成する各機器の設置状況を図１３に示す。燃料集合体は下部では

燃料支持金具に，上部では上部格子板で支持され，燃料支持金具は制御棒案内管上に設置さ

れ，制御棒案内管は制御棒駆動機構ハウジングを介して原子炉圧力容器に接続され，制御棒

駆動機構ハウジングは原子炉圧力容器に溶接接続されている。また，制御棒は制御棒駆動機

構ハウジングに内蔵された制御棒駆動機構によって駆動する。なお，柏崎刈羽原子力発電所

6 号炉及び 7 号炉では改良型制御棒駆動機構（図１４参照）が使用されている。改良型制御

棒駆動機構は，通常時はモータによってボールネジを回転させることでボールナット・中空

ピストンを上昇させ制御棒を挿入し，スクラム時は水圧によって中空ピストンを上昇させ

制御棒を挿入する精密な駆動機構となっており，制御棒と制御棒駆動機構はボールネジ，ボ

ールナット及び中空ピストンを介して接続されていることから，1/1,000 程度の建屋傾斜に

時刻

加速度

0

傾斜を考慮していない時刻歴応答加速度

傾斜を考慮した時刻歴応答加速度

周期

加速度
gsinθ以上

傾斜を考慮していない時刻歴応答加速度による
床応答スペクトル

傾斜を考慮した時刻歴応答加速度による
床応答スペクトル

設備に影響を与える周期帯
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よる影響はないと考えられる。 
したがって，燃料集合体，燃料支持金具，制御棒案内管，制御棒駆動機構ハウジング，制

御棒駆動機構，制御棒，原子炉圧力容器は，一体的な構造となっている。 
なお，制御棒挿入性を確保するため周辺機器には下記のクリアランスが設定されている。 

① 制御棒挿入ラインとしての燃料集合体間のクリアランス（図１３中①） 
    （制御棒の厚さ：    ） 

② 制御棒挿入ラインとしての燃料支持金具内の空隙の幅（図１３中②） 
     （制御棒の幅：     ） 

③ 制御棒挿入ラインとしての制御棒案内管の内径（図１３中③） 
     （制御棒の幅：     ） 

 
制御棒は通常運転時の全引抜状態においても，その頂部が燃料集合体に一部挿入されて

いる状態であり，スクラム時においては原子炉緊急停止系からのスクラム信号によりアキ

ュムレータに充填された高圧水によって，制御棒は約 4m のストロークを 2.8 秒以内に強制

的に挿入される。 
スクラムにおける制御棒挿入時の主な抵抗要因としては以下が挙げられる。 
① 地震時の燃料集合体のたわみによる燃料集合体と制御棒間の摩擦力 

制御棒は燃料集合体間に挿入されるため，地震力により燃料集合体がたわみ制御棒

挿入ラインが変形することで，制御棒と燃料集合体の摩擦力が増加し，制御棒挿入時

の抵抗となる。 
② 制御棒挿入ラインにおける機器のガタつきによる抵抗 

制御棒挿入ラインとそれを形成する各機器の中心軸のズレ（ガタつき）が，制御棒

挿入時の抵抗となる。 
 

制御棒挿入性評価においては，図１５に示すような燃料集合体，原子炉建屋，原子炉格納

容器，原子炉遮蔽壁，原子炉本体基礎，原子炉圧力容器，原子炉圧力容器内部構造物及び原

子炉圧力容器支持構造物等を連成させたモデルを用いて基準地震動 Ss に対する地震応答解

析により燃料集合体の最大たわみ量を計算する。別途，実機の制御棒挿入ラインを形成する

各機器の中心軸のズレを模擬した実規模試験体での加振試験で規定時間内に制御棒が全挿

入されることが確認されたたわみ量を許容たわみ量とする（図１６参照）。解析により求め

た最大たわみ量と試験にて設定した許容たわみ量を比較することで，制御棒挿入性評価を

行う。 

以上より，制御棒挿入性に対する建屋傾斜の影響検討は，前述したスクラム時における制

御棒挿入時の 2つの抵抗要因に対して行うこととする。 

① 燃料集合体のたわみによる燃料集合体と制御棒間の摩擦力への影響検討 
建屋傾斜の影響により燃料集合体のたわみが新たに発生することにより，燃料集合体
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と制御棒の摩擦力が増えると考えられるが，両機器が制御棒のローラを介して接触して

いる場合は摩擦力自体が小さく，ローラ以外で接触する場合でもスクラム力と比較して

その摩擦力は十分に小さい値となると考えられる。 
建屋傾斜の影響により新たに発生する燃料集合体のたわみ量を地震応答解析で算定し

た最大たわみ量に加算し評価することで建屋傾斜の影響を考慮した評価となる。建屋傾

斜により新たに発生するたわみのイメージを図１７に示す。なお，建屋傾斜により新た

に発生するたわみ量は水平方向に加速度 gsinθが負荷されている状態と等価であるため，

gsinθを入力とした静的解析を実施することにより算定する。 
試験にて規定時間内の制御棒挿入性が確認されている燃料集合体のたわみ量は 40mm

である。一方，基準地震動 Ss による燃料集合体の最大たわみ量は 30mm 程度（暫定値），

1/1,000 の建屋傾斜による加速度 gsinθが約 0.01m/s2であり，燃料集合体のたわみ量は

0.1mm 未満と見込まれるため，燃料集合体のたわみによる燃料集合体と制御棒間の摩擦

力への影響は小さく制御棒挿入性は確保されると考えられる。 
 

② 制御棒挿入ラインにおける機器のガタつきによる抵抗 
制御棒挿入ラインにおける機器のうち制御棒案内管と制御棒駆動機構ハウジングの接

合部は芯出しを目的としてテーパ形状及び球面座にて接触しているため，建屋傾斜の影

響によりその相対位置がずれることは無い（図１８参照）。 
一方，制御棒案内管と炉心支持板孔との接合部は，         の嵌め合い公

差が存在するため（図１９参照），建屋傾斜によって機器が片寄せとなる可能性がある（図

２０参照）ものの，制御棒挿入試験での動的な加振力は 1/1,000 程度の傾斜にて発生す

るわずかな力よりはるかに大きいものであり，従来の試験にて包絡されているとみなせ

る。また，嵌め合い公差は機器自体の形状によって定まる値であり，建屋傾斜の影響を

受けるものではない。 
そもそも，制御棒挿入ラインには，制御棒のサイズに対して数 mm 程度のクリアラン

スが存在しており（図１３参照），    の嵌め合い公差によるガタつきが制御棒挿入

性に影響を及ぼすことはない。 
 
以上を踏まえて，建屋傾斜による制御棒挿入性への影響については軽微であり，基準地

震動 Ss における制御棒挿入性は確保されると考えられるが，上記検討内容の詳細につい

ては今後の詳細設計において説明を行うこととする。 
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図１３ 制御棒挿入ライン関連機器配置概念図 

燃料集合体 

上部格子板 

制御棒 

燃料支持金具 

制御棒案内管 

制御棒駆動機構ハウジング 

原子炉圧力容器 

制御棒駆動機構 

炉心支持板 

A 

B 

C 

A 断面図 

B 断面図 

C 断面図 

クリアランス② 
※1 燃料支持金具     ・  

クリアランス③ 
※2 制御棒案内管内径     ・  

制御棒厚さ 
    ・  

クリアランス① 
燃料集合体間     ・  

制御棒幅 
     ・  ※1 

制御棒幅 
     ・  ※2 
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図１４ 改良型制御棒駆動機構 動作概念図 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５ 原子炉圧力容器及び原子炉圧力容器内部構造物の地震応答解析モデル例 
  

燃料集合体 
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＜試験装置例＞            ＜試験結果イメージ＞ 

図１６ 制御棒挿入試験の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７ 建屋傾斜が発生している状況での燃料集合体のたわみのイメージ 

＜1/1,000 の傾斜を考慮した場合＞ 
 傾斜角 θ：約 0.06° 
 たわみ方向の加速度 gsinθ：約 0.01m/s2 

 傾斜によるたわみ：0.1mm 未満（見込み） 
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図１８ 制御棒案内管・制御棒駆動機構ハウジング接合部概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１９ 制御棒案内管・炉心支持板接合部概念図 

  

制御棒案内管 

制御棒駆動機構

ハウジング 

      ・ 

制御棒案内管 

炉心支持板 

接合部 

接合部イメージ 

制御棒案内管球面座 

制御棒駆動機構 

ハウジングテーパ部 
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図２０ 建屋傾斜時における機器のガタつきの発生状況（イメージ） 

 

 

炉心支持板 

制御棒案内管 

制御棒駆動機構ハウジング 

原子炉圧力容器 

上部格子板 

燃料集合体 

制御棒 

燃料支持金具 嵌め合い公差： 

          ・ 

（図１９参照） 

クリアランス①： 

燃料集合体間    ・  
（図１３参照） 

接合部 

（図１８参照） 

クリアランス③： 

制御棒案内管内径     ・

（図１３参照） 

クリアランス② 

燃料支持金具     ・ 
（図１３参照） 
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これまでの経緯および本検討の位置づけ 
 
第 336 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（平成 28 年 3 月４日）の原子

炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性において，取水路などを支持する古安田層※に対

する支持性能の補足として，以下のようにご説明をしている。 
 支持地盤（古安田層）は，シルト主体の地層であり，液状化が懸念される地盤ではない

と判断できる。 
 道路橋示方書・同解説（H14）や建築基礎構造設計指針（2001）では，地表面から 20m

以浅の沖積層を液状化判定が必要な土層としており，古安田層の一部に分布する砂層

は，中期更新世の地層かつ深度 20m 以深の非常に密な地盤であることから，その対象

とはならない。 
 ただし，この古安田層の砂層については，詳細設計段階において基準地震動 Ss に対す

る液状化に関する詳細な検討を行う。 
本検討は，耐震設計・耐津波設計基本方針における液状化の構造物への影響評価の考え方

についてとりまとめたものである。また，構造物影響評価の考え方をご説明する上で，詳細

設計段階における評価の前提となる液状化試験結果についてあわせてご説明する。なお，液

状化に対する構造物への影響評価の見通しについてもご説明する。 
 
※ 安田層下部層の MIS10～MIS7 と MIS6 の境界付近の堆積物については，本資料では

『古安田層』と仮称する。 
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1.  液状化評価の基本方針 
 第 11-1-1 図に液状化評価の流れ，第 11-1-1 表に液状化評価の基本方針を示す。 
液状化評価については道路橋示方書を基本として，道路橋示方書において液状化評価の

対象外となっている洪積層についても液状化試験を実施し，液状化の有無を確認すること

で保守的な評価を実施する。液状化試験に基づいて，地震時の地盤の状態を『液状化』，『サ

イクリックモビリティ』および『非液状化』と判定する。 
それぞれの試験結果に基づいて液状化強度特性を設定し，構造物への影響評価を実施す

る。なお，試験結果が非液状化となる土層も，念のため液状化強度特性を設定して保守的な

構造物評価を実施する。設定した液状化強度特性については，試験結果を基本に設定するが，

基本物性のバラツキも考慮して保守的な設定とする。 
液状化評価の対象となる施設は，屋外の設計基準対象施設（屋外重要土木構造物，津波防

護施設）および重大事故等対処施設を対象に抽出した。第 11-1-2 表に液状化評価の対象設

備を示す。また，荒浜側には液状化評価の対象となる施設はないが，津波評価の前提となる

液状化に伴う地盤の沈下などを評価するために，荒浜側に分布する砂層については，荒浜側

防潮堤の縦断方向の地質断面図を代表例として，液状化対象層の抽出を行った。 
なお，波及的影響評価において抽出される屋外下位クラス施設に対する基本方針は，波及

的影響評価の中で整理を行う。 
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第 11-1-1 図 液状化評価の流れ 
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第 11-1-1 表 液状化評価の基本方針 

本検討の対象砂層 
道路橋示方書におけ

る液状化評価の対象 

当社評価 

地層名 堆積年代 
調査地点名 

土層名 

液状化試験に

よる判定 

液状化強度特性の 

設定の考え方 

液状化強度特性の 

保守性 

埋戻土層 － 
A-1 

埋戻土層 ○ 

対象 

液状化 

試験結果に基づいて

液状化強度特性を設

定する。 

試験結果を基本と

して，基本物性の

バラツキも考慮し

て保守的な設定と

する。 

新期砂層 

・沖積層 

完新世 

（沖積層） 

A-3 

新期砂層・沖積層 
サイクリック

モビリティ 

古安田層 

（古安田層

中の砂層が

対象） 

更
新
世
（
洪
積
層
） 

新
し
い 

A-1 

洪積砂層Ⅰ 

洪積砂層Ⅱ 

× 

対象外 

A-2 

洪積砂層Ⅰ 

非液状化 

※ 

古
い 

A-2 

洪積砂層Ⅱ 

非液状化であると考

えられるが，保守的

な構造物評価を実施

するため，液状化強

度特性を設定する。 

O-1 

洪積砂質土層Ⅰ 

洪積砂質土層Ⅱ 

※ A-2 地点の洪積砂層Ⅰについては非液状化であると考えられるが，A-1 地点の洪積砂層Ⅰ・Ⅱと同時代に堆積した地層であること，N 値が A-1 地点の洪積砂層Ⅱ

と同程度であることを踏まえ，A-1 地点の洪積砂層Ⅱの試験結果に基づいて液状化強度特性を設定する。 
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第 11-1-2 表 液状化評価の対象設備 

設備分類 設備名称 構造概要 支持層 

設
計
基
準
対
象
施
設 

屋外重要土木構造物 

スクリーン室 鉄筋コンクリート構造 古安田層 

取水路 鉄筋コンクリート構造 古安田層 

補機冷却用海水取水路
※1
 鉄筋コンクリート構造 西山層 

海水貯留堰
※2
 鋼管矢板構造 古安田層，西山層 

軽油タンク基礎 鉄筋コンクリート ＋ 杭基礎構造 西山層 

燃料移送系配管ダクト 鉄筋コンクリート ＋ 杭基礎構造 西山層 

津波防護施設 海水貯留堰
※2
 鋼管矢板構造 古安田層，西山層 

重大事故等対処施設 
常設代替交流電源設備基礎 鉄筋コンクリート ＋ 杭基礎構造 西山層 

格納容器圧力逃がし装置基礎 鉄筋コンクリート ＋ 杭基礎構造 西山層 

※1：マンメイドロックを介して西山層に直接支持，※2：海水貯留堰は屋外重要土木構造物と津波防護施設の兼用。海水貯留堰の周辺には液

状化評価対象層は存在しないことから，液状化評価対象設備からは除外する。 
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2.  液状化評価対象層の抽出 
 第 11-2-1 表に敷地の地質層序表を示す。敷地の地質は，下位から新第三系の寺泊層及び

椎谷層，新第三系鮮新統～第四系下部更新統の西山層，下部更新統の灰爪層，それらを不整

合で覆う中部更新統の古安田層，上部更新統の大湊砂層及び番神砂層，完新統の新期砂層・

沖積層からなる。 
評価対象範囲の地盤に分布する砂層としては，古安田層中の砂層，新期砂層・沖積層，埋

戻土層がある。 
古安田層は，敷地のほぼ全域にわたって分布し，主に粘土～シルトからなり，砂，砂礫等

を挟在する。また，本層は，MIS10～MIS7 と MIS6 との境界付近の海進，海退に伴う堆積

物を含むものと推定され，中部更新統と判断される。 
 
敷地の古安田層は全域に広く分布しており，古安田層中の砂層は，主に Ata-Th テフラを

含むシルト主体の MIS7 の地層に挟在している。また，MIS7 の堆積物の基底には砂礫層が

分布している。第 11-2-1 図に古安田層上限面図およびボーリング柱状図を示す。 
 
新期砂層・沖積層は，敷地のほぼ全域にわたって下位層を覆って分布している。下位層上

限面に刻まれた谷を埋めるように堆積したため，場所により層厚が大きく変化している。本

層は，主に未固結の淘汰の良い細粒～中粒砂からなる。現在の海浜，砂丘を形成しており，

下位層を不整合に覆う。 
 
 液状化評価対象層については，道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （(社)日本道路協

会， H24.3）（以下，「道路橋示方書」という）に基づいて対象層を抽出した。第 11-2-2 図 

に液状化評価対象層の抽出フローを示す。 
道路橋示方書では，沖積層を液状化評価対象層としているが，本評価では洪積層（古安田

層）についても，同様に抽出対象とした。また，地表面から 20m 以深は対象外となってい

るが，本評価では地表から 20m 以深の砂層も抽出対象とした。 
 
対象設備のうち，スクリーン室，取水路，軽油タンク基礎，燃料移送系配管ダクト，常設

代替交流電源設備基礎の地盤には砂層が分布している。これらの施設に着目して地質断面

図を作成し，砂層の分布状況について第 11-2-3 図に整理した。 
 6 号炉および 7 号炉の取水路及び常設代替交流電源設備基礎の周辺地盤については，シル

ト主体の古安田層中に挟在する砂層が広く分布している。この砂層が挟在するシルト層内

の上部には Ata-Th テフラが同程度の標高で広く確認されること，その下部には砂層が同程

度の標高に分布していることから，MIS7 の同時期に堆積した地層である。 
常設代替交流電源設備及び 7 号炉軽油タンク基礎等の周辺地盤には，細粒～中粒砂から

なる新期砂層・沖積層が分布している。 
 6 号炉軽油タンク基礎等の周辺地盤には，古安田層中の砂層が一部分布している。この砂
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層は，取水路付近の砂層からは西山層の高まり等により連続していないものの，古安田層中

に挟在する砂層が同様に分布していることから， 取水路付近の砂層と同様に MIS7 の同時

期に堆積した地層である。 
 6 号炉および 7 号炉の取水路の地盤については，シルト主体の古安田層中に挟在する砂層

が広く分布している。この砂層が挟在するシルト層内の上部には Ata-Th テフラが同程度の

標高で広く確認されること，その下部には砂層が同程度の標高に分布していることから，

MIS7 の同時期に堆積した地層である。 
 
以上より，大湊側の液状化評価対象層として，砂層の分布状況から，古安田層中の砂層，

新期砂層・沖積層及び埋戻土層を抽出した。 
 
 荒浜側に分布する砂層については，荒浜側防潮堤の縦断方向の地質断面図を代表例とし

て，砂層の分布状況について第 11-2-4 図に整理した。 
 3 号炉および 4 号炉海側の地盤には，シルト主体の古安田層中に挟在する砂層が広く分布

している。この砂層が挟在するシルト層内の上部には Ata-Th テフラが広く確認されるこ

と，その下部には砂層が同程度の標高に分布していることから，大湊側と同様に MIS7 の同

時期に堆積した地層である。 
4 号炉海側には，古安田層の上位に新期砂層・沖積層が連続して分布している。 
1 号炉および 2 号炉海側の地盤には，3 号炉および 4 号炉海側から連続するシルト主体の

地層の上位に位置する砂層が概ね 10m 以上の厚さで連続して分布していることから，この

砂層は同時期に堆積した砂層である。なお，古安田層の基底に一部分布する砂層は，3 号炉

および４号炉海側に分布する MIS7 の砂層と同じ地層と想定される。 
1 号炉海側の防潮堤端部には，4 号炉海側と同様に新期砂層・沖積層が分布している。 
 
以上より，荒浜側の液状化評価対象層として，砂層の分布状況から，主に 3 号炉および 4

号炉海側に分布する古安田層中の砂層，主に 1 号炉および 2 号炉海側に分布する古安田層

中の砂層，新期砂層・沖積層及び埋戻土層を抽出した。 
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第 11-2-1 表 敷地の地質層序表 

 
※ MIS：海洋酸素同位体ステージ（Marine oxygen Isotope Stage） 
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(a)古安田層上限面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)古安田層ボーリング柱状図（L1-9 孔） 
第 11-2-1 図 古安田層中の砂層について 

L1-9

孔 
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第 11-2-2 図 液状化評価の対象層の抽出フロー 

道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（(社)日本道路協会， H24.3 ） 
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第 11-2-3 図 大湊側の砂層分布 
(a) 大湊側 全体平面図 
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第 11-2-3 図 大湊側の砂層分布 
(b) 地質断面図 ① - ①’断面 
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第 11-2-3 図 大湊側の砂層分布 
(c) 地質断面図 ② - ②’断面 
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第 11-2-3 図 大湊側の砂層分布 (c) 地質断面図 取水路縦断面 

A - A’断面 

B - B’断面 
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第 11-2-4 図 荒浜側の砂層分布 

(a) 荒浜側 全体平面図 

A 

B 

C 
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第 11-2-4 図 荒浜側の砂層分布 
(b)  ① - ①’（Ａ～Ｂ）断面 
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第 11-2-4 図 荒浜側の砂層分布 

(c) ① - ①’（B～C）断面 
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3.  液状化試験位置とその代表性 
3.1 液状化試験位置の選定 
大湊側の液状化評価対象層として，砂層の分布状況から，古安田層中の砂層，新期砂層・

沖積層及び埋戻土層を抽出した。 
液状化試験については，砂層の分布状況から比較的砂層が厚く堆積している６号炉取

水路付近の地点を選定し（Ｏ－１），試料を採取して液状化試験を実施した。 
常設代替交流電源設備基礎や７号炉軽油タンク基礎等の周辺地盤に分布している新期

砂層・沖積層については，敷地の全域に分布していることから４号炉で確認している新期

砂層・沖積層と連続する地層であると想定される。 
第 11-3-1 図に大湊側の試料採取地点位置図（Ｏ－１）を示す。 
 
荒浜側の液状化評価対象層として，砂層の分布状況から，主に３～４号炉海側に分布す

る古安田層中の砂層，主に１～２号炉海側に分布する古安田層中の砂層，新期砂層・沖積

層及び埋戻土層を抽出した。 
荒浜側については，砂層の分布状況から以下のとおり地点を選定し，試料を採取して液

状化試験を実施した。 
 １～２号炉海側の古安田層中の砂層は， ３～４号炉海側から連続するシルト主体

の地層の上位に位置する砂層が連続して分布していることから，１号側の比較的

砂層が厚く堆積している地点を選定した（Ａ－１）。 
 ３～４号炉海側の古安田層中の砂層は，その分布状況から４号側の比較的砂層が

厚く堆積している地点を選定した（Ａ－２）。 
 新期砂層・沖積層は，10m 以上の層厚で連続して分布していることから，比較的

砂層が厚く堆積している地点を選定した（Ａ－３）。 
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(a) 平面図 
第 11-3-1 図 大湊側 試料採取地点位置図（Ｏ－１） 

 
 
 
 
 

  



別紙－11 

4 条-別紙 11-21 
 

 
(b) 断面図 

第 11-3-1 図 大湊側 試料採取地点位置図（Ｏ－１） 
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(a) 平面図 

第 11-3-2 図 荒浜側 試料採取地点位置図（A－１，２，３） 
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(b) 断面図（A－１） 
第 11-3-2 図 荒浜側 試料採取地点位置図（A－１，２，３） 

 



別紙－11 

4 条-別紙 11-24 
 

 
(c) 断面図（A－２） 

第 11-3-2 図 荒浜側 試料採取地点位置図（A－１，２，３） 
 

 
(d) 断面図（A－３） 

第 11-3-2 図 荒浜側 試料採取地点位置図（A－１，２，３） 
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3.2 液状化試験選定箇所の代表性確認 
液状化試験箇所における基本物性（粒径加積曲線，Ｎ値・細粒分含有率・乾燥密度・相

対密度）について，第 11-3-3～6 図に示す。 
 
これらの基本物性について，液状化試験選定箇所の代表性確認を目的に，液状化試験箇

所と周辺調査箇所の比較，検討を行った。比較する指標としては，Ｎ値，細粒分含有率を

選定し，参考指標として粒径加積曲線及び密度（相対密度，乾燥密度）を選定した。第 11-
3-1 表に各基準類における液状化強度比 RLと基本物性の相関性を示す。 
Ｎ値は，各基準類の液状化判定における液状化強度比 RLの算定式がいずれもＮ値をパ

ラメータとした式であり，また，有効応力解析（FLIP）の簡易パラメータ設定法にＮ値

がパラメータとして用いられており，液状化強度比との相関が最も高いと考えられるこ

とから，指標として選定した。 
細粒分含有率は，各基準類の液状化判定における液状化強度比 RL の算定式において，

液状化強度比 RLを補正するパラメータとして用いられており，液状化強度比との相関が

高いと考えられることから，指標として選定した。 
粒径加積曲線や密度（相対密度，乾燥密度）は，基本的な土の物性値であることから，

参考指標として選定した。 
 
各基準のおける設計で設定する地盤物性値のばらつきに対する考え方は，「地盤工学会

基準 JGS4001：性能設計概念に基づいた基礎構造物等に関する設計原則（2006）」や「港

湾の施設の技術上の基準・同解説（2007）」，「道路橋示方書・同解説（2012）」によると，

平均値を原則とし，ばらつきを考慮する場合は変動係数などに応じて設定するという考

え方が示されている。 
液状化試験箇所と周辺調査箇所のＮ値等の比較に際しては，各基準における地盤物性

値のばらつきに対する考え方を参考に，「平均値」及び平均値から標準偏差σを減じた「平

均値-1σ（以下，「-1σ値」と称す）」について整理した。 
 
【地盤工学会基準 JGS4001：性能設計概念に基づいた基礎構造物等に関する設計原則

（2006）】 
 設計に用いる「特性値」の決定にあたっては，過去の経験にもとづき，地盤パラメ

ータのばらつきや単純化したモデルの適用性に十分留意しなければならない。 
 この特性値は，原則として導出値の平均値（期待値）である。この平均値は単なる

機械的な平均値ではなく，統計的な平均値の推定誤差を勘案したものでなければ

ならない。 
 特性値を示すにあたっては，地盤の特性を記述するために，特性値に加えて，導出

値のばらつきの指標（たとえば標準誤差や変動係数）を含めることが望ましい。 
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【港湾の施設の技術上の基準・同解説（2007）】 
 性能照査に用いる地盤定数の設計用値は，原則として地盤工学会基準 JGS4001 に

基づき，推定する。 
 地盤定数の代表値である特性値は，データ数が十分かつ導出値のばらつきが小さ

い場合には，原則として導出値の平均値をもって算定することができる。ただし，

データ数が不足している場合（10 個未満）及び導出値のばらつきが大きい場合に

は，導出値の平均値を補正した上で，特性値を設定する必要がある。 
 特性値は，導出値のばらつきに関する補正係数 b1 を標準偏差として定義される変

動係数に応じて設定することにする。 
 
【道路橋示方書・同解説（2012）】 

 地盤は複雑でばらつきの大きい材料であるが，設計に用いる地盤定数は，基礎に作

用する荷重に対して，その条件下で最も高い確率で起こり得る基礎の挙動を推定

するものである。したがって，地盤定数は，計算式の精度や特性を顧慮したうえで，

当該地盤の平均的な値と考えられるものを求めることが原則である。 
 自然地盤から得られる計測データは多様で，しかもばらつくのがふつうである。デ

ータのばらつきだけでなく，データ数を合理的に評価して設計に用いる地盤定数

を定める必要がある。 
 
各液状化試験箇所とその対象地層の周辺調査箇所における基本物性を整理した。第 11-

3-7 図に液状化試験箇所と周辺調査箇所の位置図，第 11-3.8～14 図に各土層の基本物性

の比較結果を示す。なお，各種試験は，JIS に基づき実施した。 
 
Ａ－１地点の洪積砂層Ⅰは，周辺調査箇所と比べて，Ｎ値が同程度であり細粒分含有率

が小さいこと，Ａ－１の洪積砂層Ⅱは，細粒分含有率が若干大きいもののＮ値が小さいこ

とから，代表性を有していると評価した。ただし，当該地層は層厚が厚く分布範囲が広い

ことを踏まえ，データ拡充を目的とした追加調査を実施する。 
Ａ－２地点の洪積砂層Ⅰは，周辺調査箇所と比べて，Ｎ値及び細粒分含有率の-1σ値が

大きいものの，液状化強度との相関が最も高いＮ値の平均値は小さいことから，代表性を

有していると評価した。ただし，Ａ－２地点の洪積砂層Ⅰは，Ａ－１地点の洪積砂層Ⅰ，

Ⅱと同時代に堆積した地層であること，Ｎ値がＡ－１地点の洪積砂層Ⅱと同程度である

ことを踏まえ，後述する液状化試験結果から非液状化層と評価しているものの，物性設定

においては保守的にサイクリックモビリティを示すＡ－１地点の洪積砂層Ⅱの試験結果

を用いる方針とする。 
Ａ－２地点の洪積砂層Ⅱは，周辺調査箇所と比べて，Ｎ値及び細粒分含有率が同程度も

しくは小さいことから，代表性を有していると評価した。なお，後述する液状化試験結果

から非液状化層と評価しているＡ－２地点の洪積砂層Ⅱは，主にサイクリックモビリテ
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ィを示すＡ－１地点の洪積砂層Ⅰ，Ⅱ及びＡ－２地点の洪積砂層Ⅰの下位に分布する砂

層であり，より古い時代に堆積した砂層である。 
Ｏ－１地点の洪積砂質土層Ⅰ，Ⅱは，周辺調査箇所と比べて，細粒分含有率の大きい試

料が１試料あることで平均値が若干大きいもののＮ値が同程度であることから，代表性

を有していると評価した。ただし，液状化試験箇所の粒径加積曲線が周辺調査箇所よりば

らつきが大きいこと，６，７号炉の申請であることも踏まえ，Ｎ値のデータが少ない７号

取水路周辺でデータ拡充を目的とした追加調査を実施する。 
Ａ－３地点の新期砂層・沖積層は，荒浜側の周辺調査箇所と比べて，Ｎ値及び細粒分含

有率がいずれも小さく下限付近であることから，試験は保守的な箇所で実施していると

評価した。 
Ａ－３地点の新期砂層・沖積層は，大湊側の周辺調査箇所と比べて，細粒分含有率が小

さいものの，Ｎ値が大きいことから，大湊側の新期砂層・沖積層の液状化強度を確認する

ことを目的とした追加調査を実施する。 
Ａ－１地点の埋戻土層は，N 値のみの比較ではあるものの，液状化強度との相関が最も

高い N 値が周辺調査箇所と比べて小さく下限付近であることから，試験は保守的な箇所

で実施していると評価した。 
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(a)  粒径加積曲線 

第 11-3-3 図 液状化試験箇所の基本物性（Ａ－１） 
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(b) 基本物性（Ｎ値・細粒分含有率・乾燥密度・相対密度）の深度分布 

第 11-3-3 図 液状化試験箇所の基本物性（Ａ－１） 
 
 

No.1 
No.2 

No.3 

No.4 

No.5 

No.6 

No.7 

No.8 
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(a)  粒径加積曲線 

 

(b) 基本物性（Ｎ値・細粒分含有率・乾燥密度・相対密度）の深度分布 
第 11-3-4 図 液状化試験箇所の基本物性（Ａ－２） 

Ⅰ-１

Ⅱ-１ 
Ⅱ-２ 

Ⅱ-３ 

Ⅰ-２
Ⅰ-３
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(a)  粒径加積曲線 

 

 
(b) 基本物性（Ｎ値・細粒分含有率・乾燥密度・相対密度）の深度分布 

第 11-3-5 図 液状化試験箇所の基本物性（Ａ－３） 
 

新期-２ 
新期-１ 
新期-３ 
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(a)  粒径加積曲線 

 
(b) 基本物性（Ｎ値・細粒分含有率・乾燥密度・相対密度）の深度分布 

第 11-3-6 図 液状化試験箇所の基本物性（Ｏ－１） 

Ⅰ-１ 

Ⅰ-２ 
Ⅰ-３ 

Ⅱ-２ 
Ⅱ-３ 
Ⅱ-１ 
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第 11-3-1 表 各基準類における液状化強度比 RL と基本物性の相関性 

基準類名 
液状化強度比 RLの算定 

に用いる主物性 

液状化強度比の補正に 

用いる物性 

道路橋示方書・同解説Ⅴ 耐震設

計編，日本道路協会，2012 

Ｎ値 

（有効上載圧を考慮した

補正を行う） 

細粒分含有率 Fc 

（下水道施設の耐震対策指針と

解説，日本下水道協会，2006） 

（河川砂防技術基準（案）同解

説 設計編，日本河川協会編，

1997） 

（高圧ガス設備等耐震設計指

針，高圧ガス保安協会，2000） 

港湾の施設の耐震設計に係る当

面の措置（その２），日本港湾

協会，2007 

（部分改訂，2012） 

細粒分含有率 Fc 

建築基礎構造設計指針，日本建

築学会，2001 
細粒分含有率 Fc 

（水道施設耐震工法指針・同解

説，日本水道協会，1997） 

鉄道構造物等設計標準・同解説 

耐震設計，（財）鉄道総合技術

研究所，2012 

細粒分含有率 Fc 

平均粒径 D50 
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(a) 荒浜側 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 大湊側 
第 11-3-7 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の位置図 
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(a) 比較対象位置図 
第 11-3-8 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－１地点の洪積砂層Ⅰ） 
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(b)  基本物性比較 

第 11-3-8 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－１地点の洪積砂層Ⅰ） 
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(a) 比較対象位置図 
第 11-3-9 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－１地点の洪積砂層Ⅱ） 
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(b)  基本物性比較 

第 11-3-9 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－１地点の洪積砂層Ⅱ） 



別紙－11 

4 条-別紙 11-39 
 

 

 
(a) 比較対象位置図 

第 11-3-10 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－２地点の洪積砂層Ⅰ） 
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(b)  基本物性比較 

第 11-3-10 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－２地点の洪積砂層Ⅰ） 
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(a) 比較対象位置図 

第 11-3-11 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－２地点の洪積砂層Ⅱ） 
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(b)  基本物性比較 

第 11-3-11 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－２地点の洪積砂層Ⅱ） 
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(a) 比較対象位置図 

第 11-3-12 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ｏ－１地点の洪積砂質土層Ⅰ，Ⅱ） 



別紙－11 

4 条-別紙 11-44 
 

 
(b)  基本物性比較 

第 11-3-12 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ｏ－１地点の洪積砂質土層Ⅰ，Ⅱ） 
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(a) 比較対象位置図 
第 11-3-13 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－３地点の新期砂層・沖積層） 
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(b)  基本物性比較 

第 11-3-13 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－３地点の新期砂層・沖積層） 
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(a) 比較対象位置図（荒浜側） 

第 11-3-14 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－１の埋戻土層） 
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(b) 比較対象位置図（大湊側） 

 
(b)  基本物性比較 

第 11-3-14 図 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較（Ａ－１の埋戻土層） 
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第 11-3-2 表 液状化試験箇所と周辺調査箇所の基本物性比較のまとめ 

地層区分  Ｎ値 
細粒分 

含有率 

追加 

調査 

実施 

Ａ－１ 

洪積砂層Ⅰ 

平均値   
○ 

-1σ値   

Ａ－１ 

洪積砂層Ⅱ 

平均値   
〇 

-1σ値   

Ａ－２ 

洪積砂層Ⅰ 

平均値   
※ 

-1σ値   

Ａ－２ 

洪積砂層Ⅱ 

平均値   
－ 

-1σ値   

Ｏ－１ 

洪積砂質土層Ⅰ，

Ⅱ 

平均値   

○ 
-1σ値   

Ａ－３ 

新期砂層・沖積層 

（荒浜側） 

平均値   

－ 
-1σ値   

Ａ－３ 

新期砂層・沖積層 

（大湊側） 

平均値   

○ 
-1σ値   

Ａ－１ 

埋戻土層 

平均値  - 
〇 

-1σ値  - 

 
※ 液状化強度特性の設定は，保守的にＡ－１（洪積砂層Ⅱ）の液状化試験結果を用いる。 
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3.3 追加調査 
3.1 および 3.2 の検討結果を踏まえて，第 11-3-15 図に追加調査実施予定地を示す。 
荒浜側におけるＡ－１地点の洪積砂層Ⅰ，Ⅱ及びＡ－２地点の洪積砂層Ⅰは，地質の連

続性等の評価や周辺調査箇所のＮ値や細粒分含有率の比較から代表性を有していると評

価した。ただし，層厚が厚く分布範囲が広いことを踏まえ，データ拡充を目的とした追加

調査を実施する。なお，Ａ－２地点の洪積砂層Ⅰは，Ａ－１地点の洪積砂層Ⅰ，Ⅱと同時

代に堆積した地層であること，Ｎ値がＡ－１地点の洪積砂層Ⅱと同程度であることを踏

まえ，物性設定においては保守的にＡ－１地点の洪積砂層Ⅱの試験結果を用いる方針と

する。追加調査位置は，事前調査を実施し，A－１地点の洪積砂層Ⅰ，Ⅱの両層を採取で

きる場所を選定する。 
Ｏ－１地点の洪積砂質土層Ⅰ，Ⅱは，地質の連続性等の評価や周辺調査箇所のＮ値や細

粒分含有率の比較から代表性を有していると評価した。ただし，６，７号炉の申請である

ことを踏まえ，７号取水路周辺でデータ拡充を目的とした追加調査を実施する。追加調査

位置は，事前調査を実施し，古安田層中に挟在する砂層から試料が確実に採取できる場所

を選定する。 
Ａ－３地点の新期砂層・沖積層は，大湊側の周辺調査箇所と比べて，細粒分含有率が小

さいものの，Ｎ値が大きいことから，大湊側の新期砂層・沖積層の液状化強度を確認する

ことを目的とした追加調査を実施する。追加調査位置は，事前調査を実施し，新期砂層・

沖積層から試料が確実に採取できる場所を選定する。 
埋戻土層については，液状化試験を実施したＡ－１地点の N 値が周辺調査箇所に比べ

て小さく下限付近であることから，試験は保守的な箇所で実施している評価した。ただし，

大湊側での N 値のデータが少ないことから，大湊側の埋戻土層の液状化強度を確認する

ことを目的とした追加調査を実施する。追加調査位置は，事前調査を実施し，埋戻土層か

ら試料が確実に採取できる場所を選定する。 
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(a)  荒浜側：Ａ－１地点の洪積砂層Ⅰ，ⅡおよびＡ－２地点の洪積砂層Ⅰ 
第 11-3-15 図 追加調査実施予定地 
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(b)  大湊側：Ｏ－１地点の洪積砂質土層Ⅰ，Ⅱおよび大湊側の埋戻土層 

第 11-3-15 図 追加調査実施予定地 
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(c)  大湊側：新期砂層・沖積層 

第 11-3-15 図 追加調査実施予定地 
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4.  液状化試験結果 
4.1 液状化試験方法 
地盤工学会では，地盤の液状化強度特性を求めるための繰返し非排水三軸試験方法

（JGS 0541）が規程されている。実務的には，地盤の液状化強度特性を求める試験方法

として，繰返し非排水三軸試験のほかに，中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験

などが用いられる。（安田，1991） 第 11-4-1 図に一般的な液状化試験方法の例を示す。 
三軸試験に代表される間接型せん断試験と比較して，ねじりせん断試験は比較的広範

囲な応力経路またはひずみ経路を供試体に与えられる。（地盤工学会，2009） 三軸試験

では圧縮側と引張側で挙動が異なり，応力経路は上下では対称ではないし，ひずみの発生

量も異なる。これに対してねじり試験では応力-ひずみ関係，応力経路ともほぼ対称な形

をしている。（土木学会，2003：第 11-4-2 図） 
以上を踏まえ，洪積層である古安田層中の砂層や N 値の比較的大きい新期砂層・沖積

層を対象とした試験を実施するにあたり，高せん断応力比の液状化試験を実施する必要

があることから，中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験を採用した。 
実施した中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験の概要を第 11-4-3 図に，試料

採取に用いた凍結サンプリングの概要を第 11-4-4 図に示す。 
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載荷状況       応力状態 

 
第 11-4-1 図 一般的な液状化試験方法の例 

（安田，1991 抜粋） 
 

 
(a)繰返しねじりせん断試験       (b)繰返し三軸試験 

第 11-4-2 図 液状化試験結果の例 
[上図：応力ｰひずみ関係，下図：応力経路] 

（土木学会，2003） 
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第 11-4-3 図 中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験の概要 
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第 11-4-4 図 凍結サンプリングの概要  
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4.2 液状化試験結果の分類に対する基本的考え方 
レベル２地震動による液状化研究小委員会活動成果報告書（土木学会，2003）では，地

盤の液状化およびそれに関連する事象の定義として，以下のように記載されている。第

11-4-5 図に地盤の液状化およびそれに関連する事象の概念図，第 11-4-6 図に地盤の強度

とダイレイタンシー特性の概要を示す。 
 
【液状化】 
 地震の繰返しせん断力などによって，飽和した砂や砂礫などの緩い非粘性土からな

る地盤内での間隙水圧が上昇・蓄積し，有効応力がゼロまで低下し液体状となり，その

後地盤の流動を伴う現象。 
 
【サイクリックモビリティ】 
 繰返し載荷において土が「繰返し軟化」する過程で，限られたひずみ範囲ではせん断    
抵抗が小さくなっても，ひずみが大きく成長しようとすると，正のダイレイタンシー特   
性のためにせん断抵抗が急激に作用し，せん断ひずみの成長に歯止めがかかる現象。主   
に，密な砂や礫質土，過圧密粘土のように正のダイレイタンシー特性が著しい土におい 
て顕著に現れる。 
 
【繰返し軟化】 
 繰返し載荷による間隙水圧上昇と剛性低下によりせん断ひずみが発生し，それが繰

返し回数とともに徐々に増大するが，土のもつダイレイタンシー特性や粘性のために

ひずみは有限の大きさにとどまり，大きなひずみ範囲にいたるまでの流動は起きない。 
 

 

 

第 11-4-5 図 地盤の液状化およびそれに関連する事象の概念図 
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これらの事象のうちサイクリックモビリティは，その現象の違いから一般的に液状化

とは区別されている。以下に既往文献におけるサイクリックモビリティの記述を示す。ま

た，第 11-4-7 図および第 11-4-8 図に緩い砂と密な砂の液状化試験結果の比較を示し，液

状化とサイクリックモビリティの違いを整理した。 
 

 サイクリックモビリティとは，砂などの繰返し載荷において，有効拘束圧がゼロに

近づいてから，載荷時にせん断剛性の回復，除荷時に有効応力の減少を繰り返して

いくが，ひずみは有限の大きさにとどまる現象であり，液状化とは区別して用いら

れることがある。（地盤工学会，2006） 
 地盤の液状化は，ゆるい砂地盤が繰り返しせん断を受け，せん断振幅が急増し，地

盤全体が泥水状態となり，噴砂や噴水を伴うことが多いので，現象的にサイクリッ

クモビリティとは異なる。（井合，2008） 
 サイクリックモビリティにおいて，有効応力がゼロになるのは，せん断応力がゼロ

になる瞬間だけであり，せん断応力が作用している間は有効応力が存在するので，

間隙水圧比が 100％に達した後でも，繰返しせん断に対して相当な剛性を保持す

る。（吉見，1991） 
 密詰めの場合には大ひずみは生じない。一時的に有効拘束圧が 0 になっても，そ

の後にせん断力を加えると負の過剰間隙水圧が発生して有効拘束圧が増加（回復）

し，有限の小さなひずみ振幅しか発生しない。この現象を“サイクリックモビリテ

ィー”と呼んで液状化と区別することもある。（安田，1991） 
 
これらの知見を踏まえて，液状化試験結果を，「液状化」，「サイクリックモビリティ」

および「非液状化」の３つに大別することとした。 
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第 11-4-6 図 地盤の強度とダイレイタンシー特性の概要 
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第 11-4-7 図 緩い砂の液状化試験結果 
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第 11-4-8 図 密な砂の液状化試験結果 
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4.3 試験結果の分類 
第 11-4-1～8 表に各土層の液状化試験結果を，第 11-4-9～16 図に各土層の液状化試験

結果の例を，第 11-4-9 表に液状化試験結果のまとめを，第 11-4-17 図に液状化試験後の

供試体状況を示す。 
A-1 地点の埋戻土層の液状化試験結果は，過剰間隙水圧比が 1.0 に近づき（0.95 を上回

り），有効応力がゼロとなる。また，その繰り返しせん断を受けても，有効応力の回復は

みられず，せん断ひずみが急激に上昇する。これらの状況から，この試験結果は液状化し

ていると判断した。 
A-3 地点の新期砂層・沖積層および A-1 地点の洪積砂層Ⅰ・Ⅱの液状化試験結果は，過

剰間隙水圧比が上昇・下降を繰返し，上昇時に 1.0 に近づく（0.95 を上回る）。これに伴

って，有効応力は減少するが，繰り返しせん断を受けることで回復する。また，せん断ひ

ずみは緩やかに上昇する。これらの状況から，この試験結果はサイクリックモビリティで

あると判断した。 
A-2 地点の洪積砂層Ⅰ・Ⅱおよび O-1 地点の洪積砂質土層Ⅰ・Ⅱの液状化試験結果は，

過剰間隙水圧比が 0.95 を上回ることがなく，試験実施の間，有効応力を保持している。

また，せん断ひずみが緩やかに上昇し，試験終了直前で急激にせん断ひずみが増大する傾

向である。A-2 地点の洪積砂層Ⅰ・Ⅱの液状化試験後の供試体状況をみると，明確なせん

断破壊が確認され，このせん断ひずみの増大はせん断破壊によって発生したものと考え

られる。これらの状況から，この試験結果は非液状化であると判断した。 

これらの区分を整理して，第 11-4-10 表に示す。 
埋戻土層以外の土層は，比較的 N 値が高く，液状化試験結果はサイクリックモビリテ

ィあるいは非液状化を示している。このことは，道路橋示方書において，一般に N 値が

高く，続成作用を受けている洪積層などは，液状化に対する抵抗が高いため，一般には液

状化の可能性は低いという記載に整合する。 
埋戻土層については試験結果が液状化を示していることから道路橋示方書の液状化判

定法（ FL 法）を実施し，基準地震動 Ss 作用時の液状化の有無を判定する。埋戻土層以

外の土層については液状化を示さず，道路橋示方書の液状化判定方法が適用出来ないと

考えられることから，液状化試験が基準地震動 Ss 相当の地盤の状態を模擬していること

を確認する。 
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第 11-4-1 表 液状化試験結果（A-1 地点の埋戻土層） 
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第 11-4-9 図 液状化試験結果の例（A-1 地点の埋戻土層） 
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第 11-4-2 表 液状化試験結果（A-1 地点の洪積砂層Ⅰ） 
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第 11-4-10 図 液状化試験結果の例（A-1 地点の洪積砂層Ⅰ）  
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第 11-4-3 表 液状化試験結果（A-1 地点の洪積砂層Ⅱ） 
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第 11-4-11 図 液状化試験結果の例（A-1 地点の洪積砂層Ⅱ） 
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第 11-4-4 表 液状化試験結果（A-2 地点の洪積砂層Ⅰ） 
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第 11-4-12 図 液状化試験結果の例（A-2 地点の洪積砂層Ⅰ） 
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第 11-4-5 表 液状化試験結果（A-2 地点の洪積砂層Ⅱ） 
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第 11-4-13 図 液状化試験結果の例（A-2 地点の洪積砂層Ⅱ） 
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第 11-4-6 表 液状化試験結果（A-3 地点の新期砂層・沖積層） 
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第 11-4-14 図 液状化試験結果の例（A-3 地点の新期砂層・沖積層） 
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第 11-4-7 表 液状化試験結果（O-1 地点の洪積砂質土層Ⅰ） 
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第 11-4-15 図 液状化試験結果の例（O-1 地点の洪積砂質土層Ⅰ） 
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第 11-4-8 表 液状化試験結果（O-1 地点の洪積砂質土層Ⅱ） 
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第 11-4-16 図 液状化試験結果の例（O-1 地点の洪積砂質土層Ⅱ） 
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第 11-4-17 図 液状化試験後の供試体状況  



別紙－11 

4 条-別紙 11-81 
 

第 11-4-9 表 液状化試験結果のまとめ 
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第 11-4-10 表 液状化試験結果の分類 
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5.  基準地震動 Ss に対する液状化判定（FL 法） 
 A-1 地点の埋戻土層については液状化試験結果が液状化を示していることから道路橋示

方書の液状化判定（FL 法）を実施し，基準地震動 Ss 作用時の液状化の有無を判定する。

第 11-5-1 図に FL 法による液状化判定のフローを示す。 
液状化判定（FL法）に用いる A-1 地点の埋戻土層の液状化強度 RLは，先述の液状化試

験結果に基づいて設定する。第 11-5-2 図に液状化試験結果に基づく液状化強度 RLを示

す。 
基準地震動 Ss が作用した際の A-1 地点の埋戻土層に発生するせん断応力比を一次元逐

次非線形解析より求める。第 11-5-3 図に解析用物性値および解析モデルを，第 11-5-4 図

に地震応答解析結果を示す。 
地震応答解析結果における最大せん断応力と液状化試験から求まる液状化強度 RLを比

較し，第 11-5-1 表に示す。液状化判定（FL 法）の結果，A-1 地点の埋戻土層は，全ての基

準地震動 Ss に対して液状化する可能性があると判断される。 
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第 11-5-1 図 FL 法による液状化判定のフロー 

 

 
第 11-5-2 図 液状化試験結果に基づく液状化強度 RL（埋戻土層） 
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(a) 基本物性 

第 11-5-3 図 解析用物性値および解析モデル（A-1 地点） 
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(b)  せん断剛性および減衰のひずみ依存性 

第 11-5-3 図 解析用物性値および解析モデル（A-1 地点） 
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第 11-5-4 図 地震応答解析結果（A-1 地点） 
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第 11-5-1 表 埋戻土層の液状化判定（FL法）結果 

 
 
 
  

基準 

地震動 Ss 

最大せん断応力比 

L 

液状化強度 

R
L
 

F
L
値 

=R
L
/L 

評価 

Ss1 0.76 

0.24 

0.32 液状化 

Ss2EW 0.51 0.47 液状化 

Ss2NS 0.47 0.51 液状化 

Ss3 0.57 0.42 液状化 

Ss4EW 0.44 0.55 液状化 

Ss4NS 0.30 0.80 液状化 

Ss5EW 0.51 0.47 液状化 

Ss5NS 0.44 0.55 液状化 

Ss6EW 0.49 0.49 液状化 

Ss6NS 0.43 0.56 液状化 

Ss7EW 0.47 0.51 液状化 

Ss7NS 0.40 0.60 液状化 
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6.  基準地震動 Ss に対する液状化試験の妥当性確認 
 新期砂層・沖積層および古安田層中の砂層については，試験結果が液状化を示さず，道路

橋示方書の液状化判定方法が適用出来ないと考えられる。このため，液状化試験が基準地震

動 Ss 相当の地盤の状態（繰返し応力および繰返し回数）を模擬していることを確認する。

第 11-6-1 図に累積損傷度理論に基づく評価のフローを，第 11-6-2 図に累積損傷度理論に基

づく等価繰り返し回数の評価方法を示す。 
なお，埋戻土層においては，５章に示した FL 法の判定結果から，基準地震動 Ss におい

て地盤に発生するせん断応力比よりも小さいせん断応力比で液状化する結果となっている。 
 
 評価にあって，液状化試験箇所である A-1 地点，A-2 地点，A-3 地点および O-1 地点の地

盤モデルを用いて，一次元逐次非線形解析を実施した。第 11-5-3 図，第 11-6-3 図および第

11-6-4 図に各地点の解析用物性値および解析モデルを示す。また，評価結果を第 11-6-1 表

および第 11-6-5～11 図に示す。 
 
 A-1 地点の洪積砂層Ⅰについて，解析結果による最大せん断応力比と等価繰返し回数は，

試験で実施したせん断応力および繰返し回数と同程度であり，概ね基準地震動 Ss 相当の試

験が実施出来ていると考える。低拘束圧部の基準地震動 Ss-4NS で地盤に発生するせん断

応力比は，試験結果の回帰曲線で設定した下限値（繰返し回数 200 回のせん断応力比）以

下となっており，等価繰返し回数の評価対象外であるが，液状化試験はこのせん断応力比を

上回るレベルで実施出来ている。（第 11-6-5 図参照） 
 
 A-1 地点の洪積砂層Ⅱについて，解析結果による最大せん断応力比と等価繰返し回数は，

試験で実施したせん断応力および繰返し回数と同程度であり，概ね基準地震動 Ss 相当の試

験が実施出来ていると考える。（第 11-6-6 図参照） 
 
 A-2 地点の洪積砂層Ⅰについて，解析結果による最大せん断応力比と等価繰返し回数は，

試験で実施したせん断応力および繰返し回数と同程度であり，概ね基準地震動 Ss 相当の試

験が実施出来ていると考える。Ss-1，Ss-3 および Ss-5EW 以外の基準地震動 Ss で地盤に

発生するせん断応力比は，試験結果の回帰曲線で設定した下限値（繰返し回数 200 回のせ

ん断応力比）以下となっており，等価繰返し回数の評価対象外であるが，液状化試験はこの

せん断応力比を上回るレベルで実施出来ている。（第 11-6-7 図参照） 
 
 A-2 地点の洪積砂層Ⅱについて，解析結果による最大せん断応力比と等価繰返し回数は，

試験で実施したせん断応力および繰返し回数と同程度であり，概ね基準地震動 Ss 相当の試

験が実施出来ていると考える。Ss-2NS，Ss-4EW，Ss-4NS，Ss-5NS，Ss-6EW，Ss-6NS お

よび Ss-7NS で地盤に発生するせん断応力比は，試験結果の回帰曲線で設定した下限値（繰

返し回数 200 回のせん断応力比）以下となっており，等価繰返し回数の評価対象外である
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が，液状化試験はこのせん断応力比を上回るレベルで実施出来ている。（第 11-6-8 図参照） 
 
 A-3 地点の新期砂層・沖積層について，解析結果による最大せん断応力比と等価繰返し回

数は，試験で実施したせん断応力および繰返し回数と同程度であり，概ね基準地震動 Ss 相

当の試験が実施出来ていると考える。Ss-4NS で地盤に発生するせん断応力比は，試験結果

の回帰曲線で設定した下限値（繰返し回数 200 回のせん断応力比）以下となっており，等

価繰返し回数の評価対象外であるが，液状化試験はこのせん断応力比を上回るレベルで実

施出来ている。（第 11-6-9 図参照） 
 
 O-1 地点の洪積砂質土層Ⅰについて，全ての基準地震動 Ss で地盤に発生するせん断応力

比は，試験結果の回帰曲線で設定した下限値（繰返し回数 200 回のせん断応力比）以下と

なっており，等価繰返し回数の評価対象外であるが，液状化試験はこのせん断応力比を上回

るレベルで実施出来ている。（第 11-6-10 図参照） 
 
 O-1 地点の洪積砂質土層Ⅱについて，全ての基準地震動 Ss で地盤に発生するせん断応力

比は，試験結果の回帰曲線で設定した下限値（繰返し回数 200 回のせん断応力比）以下と

なっており，等価繰返し回数の評価対象外であるが，液状化試験はこのせん断応力比を上回

るレベルで実施出来ている。（第 11-6-11 図参照） 
 
新期砂層・沖積層および古安田層中の砂層における液状化試験の結果は，基準地震動 Ss

時の最大せん断応力比および等価繰返し回数と同程度である。よって，今回実施した試験は，

当該地盤に基準地震動 Ss 相当が作用した状態を概ね再現できている判断される。 
 



別紙－11 

4 条-別紙 11-91 
 

 
第 11-6-1 図 累積損傷度理論に基づく等価繰り返し回数の評価のフロー 
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第 11-6-2 図 累積損傷度理論に基づく等価繰り返し回数の評価方法 

τ’：あるレベル以下のせん断応力については，累積損傷度に寄与しないため，評価対

象外とする。本検討では，液状化試験の最大繰返し回数 200 回に相当するせん断応力を

設定した。 
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(a) 基本物性（A-2 地点） 

第 11-6-3 図 解析用物性値および解析モデル 
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(b) 基本物性（A-3 地点） 

第 11-6-3 図 解析用物性値および解析モデル 
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(c) せん断剛性および減衰のひずみ依存性（A-2 および A-3 地点） 

第 11-6-3 図 解析用物性値および解析モデル 
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(a) 基本物性（O-1 地点） 

第 11-6-4 図 解析用物性値および解析モデル 
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(b)  せん断剛性および減衰のひずみ依存性（O-1 地点） 

第 11-6-4 図 解析用物性値および解析モデル 
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第 11-6-1 表 地震応答解析における最大せん断応力と等価繰返し回数 
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(a) 拘束圧 100kN/m2 

 

(b) 拘束圧 150kN/m2 
第 11-6-5 図 累積損傷度理論に基づく評価結果（A-1 地点の洪積砂層Ⅰ） 
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(a) 拘束圧 150kN/m2 

 

(b) 拘束圧 200kN/m2 
第 11-6-6 図 累積損傷度理論に基づく評価結果（A-1 地点の洪積砂層Ⅱ） 
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第 11-6-7 図 累積損傷度理論に基づく評価結果（A-2 地点の洪積砂層Ⅰ） 

 

第 11-6-8 図 累積損傷度理論に基づく評価結果（A-2 地点の洪積砂層Ⅱ） 
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第 11-6-9 図 累積損傷度理論に基づく評価結果（A-3 地点の新期砂層・沖積層） 
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第 11-6-10 図 累積損傷度理論に基づく評価結果（O-1 地点の洪積砂質土層Ⅰ） 

 
第 11-6-11 図 累積損傷度理論に基づく評価結果（O-1 地点の洪積砂質土層Ⅱ） 
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7.  液状化強度特性の設定 
 第 2 章で示した地層の同一性および第 3 章で示した液状化試験箇所の保守性・代表性の

結果に基づいて，各土層で実施した液状化試験結果をそれぞれに適用し，各土層の液状化強

度特性を設定して，構造物の影響評価を実施する。第 11-7-1 図に液状化強度特性の設定の

フローを，第 11-7-2 図に地質断面の概要と調査位置の概要を，第 11-7-1 表に液状化強度特

性を設定する土層と設定の基となる液状化試験箇所の関係を示す。 
 なお，試験結果が非液状化となる土層についても，念のため試験結果に基づいて液状化強

度特性を設定し，保守的な構造物影響評価を実施する。3/4 号炉側の古安田層中の砂層のう

ち比較的新しい砂層（A-2 地点の洪積砂層Ⅰ）については，試験結果が非液状化であるが，

地層の同一性を考慮して，A-1 地点の洪積砂層Ⅱの試験結果に基づいて液状化強度特性を設

定する。古安田層中の砂層のうち比較的古い砂層（A-2 地点の洪積砂層Ⅱおよび O-1 地点

の洪積砂質土層Ⅰ・Ⅱ）については，試験結果が非液状化であるが，それぞれの試験で得ら

れたせん断ひずみと繰り返し回数の関係に基づいて，液状化強度特性を設定する。 
各土層での液状化強度特性は，液状化試験を基本として，各土層で得られた基本物性のバ

ラツキも考慮することで，保守的な設定とする。設定の方法について，第 3 章の液状化試験

箇所の代表性の結果に基づいて，液状化試験箇所が周辺調査箇所に対して保守的な箇所で

実施していると考えられる土層（埋戻土層，新期砂層・沖積層（荒浜側））と，液状化試験

箇所が周辺調査箇所に対する代表性を有していると考えられる土層（古安田層中の砂層）に

大別して設定する。 
 
液状化試験箇所が周辺調査箇所に対して保守的な箇所で実施していると考えられる土層

（埋戻土層，新期砂層・沖積層（荒浜側））については，液状化試験箇所の基本物性が，周

辺調査箇所の下限相当となっていることから，試験結果を各土層の代表値とすることが保

守的と考えられる。ただし，試験結果の下限に相当する液状化強度 RLを評価して，これを

満足する液状化強度特性を設定することで，さらに保守的な設定とする。具体的には，試験

結果においてせん断ひずみ両振幅が 7.5%となる点に対して回帰曲線を評価し，この回帰曲

線を下方に移動し，試験値の下限を通る曲線と，繰返し回数 20 回との交点を求め，液状化

試験の下限値に相当する液状化強度 RL として評価する。なお，道路橋示方書では，繰り返

し回数 20 回で軸ひずみ両振幅が５％（せん断ひずみ両振幅 7.5%）に達するのに要するせ

ん断応力振幅を初期有効拘束圧で除した値を液状化強度 RL として定義している。第 11-7-3
図に液状化試験結果の下限に相当する液状化強度 RLの評価結果を示す。 
液状化試験の下限値に相当する液状化強度 RLは，A-1 地点の埋戻土層で 0.19，A-3 地点

の新期砂層・沖積層で 0.55 となり，構造物影響評価の解析においては，これを満足するよ

うに液状化強度特性を設定する。 
 
液状化試験箇所が周辺調査箇所に対する代表性を有していると考えられる土層（古安田

層中の砂層）については，液状化試験箇所の基本物性が，周辺調査箇所と同程度になってい
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るとこから，試験結果を各土層の代表値とすることは妥当であると考えられる。ただし，N
値のバラツキを液状化試験のバラツキと仮定して液状化強度 RL を保守的に低減させ，これ

を満足する液状化強度特性を設定する。具体的には，試験結果においてせん断ひずみ両振幅

が 7.5%となる点に対して回帰曲線を求め，繰返し回数 20 回とせん断応力比を評価し，当

該地層の N 値の平均値に対する平均値-1σの値の比を乗して，N 値のバラツキに基づいて

低減した液状化強度 RL として評価する。第 11-7-4 図に N 値のバラツキに基づいて低減し

た液状化強度 RLの評価結果を示す。 
N 値のバラツキに基づいて低減した液状化強度 RLは，A-1 地点の洪積砂層Ⅰで 0.53（拘束

圧100kN/m2）および0.34 （拘束圧150kN/m2），A-1地点の洪積砂層Ⅱで0.30（拘束圧150kN/m2）

および 0.29 （拘束圧 200kN/m2），A-2 地点の洪積砂層Ⅱで 0.36，O-1 地点の洪積砂質土層

Ⅰで 0.45，O-1 地点の洪積砂質土層Ⅱで 0.45 となり，構造物影響評価の解析においては，

これを満足するように液状化強度特性を設定する。 

 
なお，第３章および第９章で述べるように追加試験を計画しており，追加調査の結果を適

切に反映し，設定した液状化強度特性の保守性を確認する。また，必要に応じて液状化強度

特性の見直しを実施する。 

 
第 11-7-1 図 液状化強度特性の設定のフロー 
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第 11-7-2 図 地質断面の概要と調査位置の概要 
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第 11-7-1 表 液状化強度特性を設定する土層と設定の基となる液状化試験箇所の関係 

今回対象構造物 （1号炉） （2号炉側） （3/4 号炉側） 
6/7 号炉 

取水路・軽油タンク基礎・GTG 基礎など 

対
象
土
層 

埋戻土層 
A-1 

埋戻土層 

新期砂層・沖積層 
A-3 

新期砂層・沖積層 

[追加調査] 

新期砂層・沖積層 

古
安
田
層 

比較的 

新しい 

砂層 

N 値 

平均 50 以上 

A-1 

洪積砂層Ⅰ 
 

(出現しない) 
N 値 

平均 50 以下 

A-1 

洪積砂層Ⅱ 
（※１） 

比較的古い砂層 
A-2 

洪積砂層Ⅱ（※２） 

O-1 

洪積砂質土層Ⅰ・Ⅱ（※２） 

洪積粘性土層 (非液状化層) 

西山層 （非液状化層） 

※１：3/4 号炉側の古安田層中の砂層のうち比較的新しい砂層については，試験結果が非液状化であるが，地層の同一性を考慮して，A-1 地点の

洪積砂層Ⅱの試験結果に基づいて液状化強度特性を設定する。 

※２：古安田層中の砂層のうち比較的古い砂層については，試験結果が非液状化であるが，念のため液状化強度特性を設定した構造物影響評価

を実施する。液状化強度特性は，荒浜側については A-2 地点の洪積砂層Ⅱ，大湊側については O-1 地点の洪積砂質土層Ⅰ・Ⅱの試験結果

に基づいて液状化強度特性を設定する。 
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(a) 埋戻土層（拘束圧 100kN/m2） 

 
(b) 新期砂層・沖積層（拘束圧 150kN/m2） 

第 11-7-3 図 液状化強度特性の設定 
（液状化試験結果の下限に相当する液状化強度 RL） 
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(a) A-1 地点の洪積砂層Ⅰ（拘束圧 100kN/m2） 

 
(b)  A-1 地点の洪積砂層Ⅰ（拘束圧 150kN/m2） 

第 11-7-4 図 液状化強度特性の設定 
（N 値のバラツキに基づいて低減した液状化強度 RL） 
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(c) A-1 地点の洪積砂層Ⅱ（拘束圧 150kN/m2） 

 
(d) A-1 地点の洪積砂層Ⅱ（拘束圧 200kN/m2） 

第 11-7-4 図 液状化強度特性の設定 
（N 値のバラツキに基づいて低減した液状化強度 RL） 
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(e) A-2 地点の洪積砂層Ⅱ（拘束圧 230kN/m2） 

第 11-7-4 図 液状化強度特性の設定 
（N 値のバラツキに基づいて低減した液状化強度 RL） 
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(f) O-1 地点の洪積砂質土層Ⅰ（拘束圧 363kN/m2） 

 
(g) O-1 地点の洪積砂質土層Ⅱ（拘束圧 412kN/m2） 

第 11-7-4 図 液状化強度特性の設定 
（N 値のバラツキに基づいて低減した液状化強度 RL） 
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8.  液状化影響の検討方針 
 液状化評価については道路橋示方書を基本として，道路橋示方書において液状化評価の

対象外となっている洪積層についても液状化試験を実施し，液状化の有無を確認すること

で保守的な評価を実施した。液状化試験に基づいて，地震時の地盤の状態を『液状化』，『サ

イクリックモビリティ』および『非液状化』と判定した。それぞれの試験結果に基づいて液

状化強度特性を設定し，構造物への影響評価を実施する。なお，試験結果が非液状化となる

土層も，念のため液状化強度特性を設定して保守的な構造物評価を実施する。設定した液状

化強度特性については，試験結果を基本に設定するが，基本物性のバラツキも考慮して保守

的な設定とする。 
 構造物の影響評価については，液状化に伴う影響を考慮するため，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析においては，解析コード「FLIP」などを用いる。液状化試験結果に基づ

いて保守的に設定した液状化強度 RLを満足するように，有効応力解析の液状化パラメータ

を設定し，構造物の影響評価を実施する。解析コード「FLIP」については，Iai et.al(1992) 
および Iai et.al(1995)において，液状化およびサイクリックモビリティを示す地層について

の適用性が検証されている。Iai et.al(1992)においては，サイクリックモビリティが観察さ

れた砂の繰返しねじり試験結果に対して，解析コード「FLIP」を用いた解析を実施し，解

析結果が室内試験結果と良い対応を示したと報告している。Iai et.al(1995)においては，解

析コード「FLIP」を用いて，1993 年釧路沖地震の再現解析を実施している。1993 年釧路

沖地震の観測波はサイクリックモビリティの影響を示すスパイク状の地震波となっており，

解析コード「FLIP」において地震観測値の密な地盤の液状化パラメータを設定することで，

サイクリックモビリティの影響を示す観測値を再現することができたと報告している。よ

って，設置許可段階における構造物評価の見通しについては，解析コード「FLIP」を用い

ることとした。 
なお，工事認可段階における構造物評価にあたっては，今回ご説明した液状化強度特性の

妥当性および採用した解析コードの適用性について，2007 年新潟県中越沖地震における取

水路の鉛直変位など構造物の被害状況の再現性を検証することで確認する。また，構造物評

価よっては，必要に応じて追加対策を実施する。 
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第 11-8-1 表 液状化評価の基本方針 

本検討の対象砂層 
道路橋示方書におけ

る液状化評価の対象 

当社評価 

地層名 堆積年代 
調査地点名 

土層名 

液状化試験に

よる判定 

液状化強度特性の 

設定の考え方 

液状化強度特性の 

保守性 

埋戻土層 － 
A-1 

埋戻土層 ○ 

対象 

液状化 

試験結果に基づいて

液状化強度特性を設

定する。 

試験結果を基本と

して，基本物性の

バラツキも考慮し

て保守的な設定と

する。 

新期砂層 

・沖積層 

完新世 

（沖積層） 

A-3 

新期砂層・沖積層 
サイクリック

モビリティ 

古安田層 

（古安田層

中の砂層が

対象） 

更
新
世
（
洪
積
層
） 

新
し
い 

A-1 

洪積砂層Ⅰ 

洪積砂層Ⅱ 

× 

対象外 

A-2 

洪積砂層Ⅰ 

非液状化 

※ 

古
い 

A-2 

洪積砂層Ⅱ 

非液状化であると考

えられるが，保守的

な構造物評価を実施

するため，液状化強

度特性を設定する。 

O-1 

洪積砂質土層Ⅰ 

洪積砂質土層Ⅱ 

※ A-2 地点の洪積砂層Ⅰについては非液状化であると考えられるが，A-1 地点の洪積砂層Ⅰ・Ⅱと同時代に堆積した地層であること，N 値が A-1 地点の洪積砂層Ⅱ

と同程度であることを踏まえ，A-1 地点の洪積砂層Ⅱの試験結果に基づいて液状化強度特性を設定する



別紙－11 

4 条-別紙 11-115 
 

9.  設置許可段階における構造物評価の見通し 
9.1 代表構造物の抽出 

設置許可段階における構造物評価の見通しについて，代表構造物を選定した。第 11-9-
1 表に設置許可段階における構造物評価の見通しを検討する代表構造物の選定を示す。 
地盤の液状化による構造物評価への影響としては，地中に埋設した構造物への影響が

考えられることから，代表構造物の選定にあたっては基礎形式に着目し，直接基礎形式及

び杭基礎形式のそれぞれから選定する。 
直接基礎構造物には，取水路・スクリーン室，補機冷却用海水取水路がある。補機冷却

用海水取水路はマンメイドロックを介して西山層に支持しているため，直接基礎の代表

構造物としては，支持地盤が古安田層である「取水路・スクリーン室」を抽出する。 
杭基礎構造物には，軽油タンク基礎，燃料移送系配管ダクト，常設代替交流電源設備基

礎及び格納容器圧力逃がし装置基礎がある。地盤が液状化した場合には変形が大きくな

る傾向となることから，杭基礎構造物が地盤の変形の影響を受ける程度に着目すると，杭

部は杭長が長いほど，鉄筋コンクリート部は地中部の側面高さが高いほど影響が大きく

なると考えられる。このため，杭基礎の代表構造物としては，杭長が他の構造物よりも長

く，鉄筋コンクリート部の地中高さが高い「常設代替交流電源設備基礎」を抽出する。 
選定した代表構造物について代表断面を選定し，代表断面について構造物影響評価を

実施する。構造物評価の成立性および必要に応じた追加対策は，代表断面における構造物

評価の結果をそれ以外の位置・構造物の見通しに展開する。 
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第 11-9-1 表 設置許可段階における構造物評価の見通しを検討する代表構造物の選定 

設備分類 設備名称 
基礎形式（杭

長） 
支持地盤 

鉄筋コンクリ

ート部の地中

部の側面高さ 

構造概要 

設
計
基
準
対
象
施
設 

屋外重要 

土木構造物 

取水路・スクリーン室 直接基礎 古安田層 － 鉄筋コンクリート構造 

補機冷却用海水取水路 直接基礎 西山層
※1
 － 鉄筋コンクリート構造 

軽油タンク基礎 杭基礎（約 20m） 西山層 約 1.5m 鉄筋コンクリート構造 

燃料移送系配管ダクト 杭基礎（約 25m） 西山層 約３m 鉄筋コンクリート構造 

重大事故等対処施設 

常設代替交流電源設備基礎 杭基礎（約 30m） 西山層 約８m 鉄筋コンクリート構造 

格納容器圧力逃がし装置基礎 杭基礎（約 30m） 西山層 約 2.5m 鉄筋コンクリート構造 

※1：マンメイドロックを介して西山層に支持 
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9.2 取水路 
9.2.1 構造概要及び評価断面 

「取水路・スクリーン室」について液状化による設備への影響の見通しとして，液状化現

象の影響が最も大きいと考えられる断面を選定し，構造物の評価を実施する。第 11-9-1 図

に取水路における代表断面の選定フローを示す。 
構造物評価への液状化の影響として，地盤条件の観点から①液状化層（埋戻土層）の分布

厚さ，西山層より浅部の地盤での地震動増幅特性の観点から②西山層の上限面の高さに着

目し，代表断面を選定する。 
液状化層（埋戻土層）の分布厚さは， 6/7 号炉ともに取水路（一般部）から取水路（漸拡

部）にかけて厚くなっている。西山層の上限面高さは，6 号炉では取水路（一般部）におい

て，7 号炉ではスクリーン室から取水路（一般部）にかけて，深くなっている。両者の影響

が重複する区間として，6/7 号炉ともに取水路のうち一般部の区間が抽出される。詳細を第

11-9-2 図に示す。 
6/7 号炉の取水路（一般部）を比較すると，双方ともに取水路（一般部）の断面は古安田

層を掘り込んでいるものの，7 号炉の南側の側方は埋戻土層となっている。構造物側方に分

布する古安田層の変形抑制効果を考慮すると，取水路（一般部）は，６号炉よりも７号炉の

方が，液状化現象が構造物の耐震性に与える影響が大きいと考えられる。詳細を第 11-9-3
図に示す。 

以上のことから，代表断面として，７号炉取水路（一般部）を選定し，２次元有効応力解

析（FLIP）による評価を実施する。 
 

 
第 11-9-1 図 取水路における代表断面の選定フロー
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第 11-9-2 図 取水路における代表断面 
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第 11-9-3 図 取水路における代表断面 
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9.2.2 評価方針 
取水路は，設計基準対象施設のうち屋外重要土木構造物に分類される鉄筋コンクリー

ト製の地中埋設構造物である。7 号炉取水路の平面図を第 11-9-4 図に，一般部の断面図

を第 11-9-5 図に示す。 
取水路の耐震評価では，設計基準対象施設として第 11-9-2 表の項目に示す評価を行う。 
構造部材の健全性評価については，地震応答解析に基づく鉄筋コンクリートの発生応

力等が許容限界を超えないことを確認する。また，基礎地盤の支持性能については，鉛直

方向の最大合力（最大鉛直力）が許容限界を超えないことを確認する。取水路の評価フロ

ーを第 11-9-6 図に示す。 
 

 
第 11-9-4 図 7 号炉取水路平面図 

 
 
 

 
第 11-9-5 図 7 号炉取水路（一般部）断面図  

（単位：ｍ） 

地下水位 ▽T.M.S.L.+1.0m 

：液状化層 

：影響評価対象層 

（単位：ｍｍ） 
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第 11-9-2 表 取水路の評価項目 

評価方針 評価項目 地震力 部位 評価方法 許容限界 

構造強度を

有すること 

構造部材の

健全性 
基準地震動

Ss 
鉄筋コンク

リート 

発生応力等が許容限

界を超えないことを

確認 

限界層間変形

角，せん断耐力 

基礎地盤の

支持性能 
基準地震動

Ss 基礎地盤 
鉛直方向の最大合力

が許容限界を超えな

いことを確認 
極限支持力 
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第 11-9-6 図 取水路の評価フロー 
  

解析モデルの作成 

常時応力解析 
2 次元有限要素法解析 

基準地震動 Ss 
（水平方向・鉛直方向） 

入力地震動の算定 
1 次元波動論による地震応答解析 

地震応答解析 2 次元動的有限要素法解析 
（水平・鉛直同時加振） 

構造部材の応答値算定 

評価終了 

詳細検討※ 詳細検討※ 

最大鉛直力が基礎地

盤の支持力の基準値

を超えていない 

応答値が 

耐力・変形・応力度の

基準値を超えていない

YES YES 

NO NO 

※検討の内容に応じて，必要なプロセスへ戻る 


